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1 序．計画策定にあたって

2 １．計画策定の趣旨

3 南風原町では、平成 14 年<2002 年>３月に「南風原町男女共同参画計画～まじゅんプラン～」

4 を策定して以降、平成 24 年<2012 年>３月に「第二次南風原町男女共同参画計画～まじゅんプ

5 ラン～」、平成 30 年<2018 年>４月にはその改訂版を策定し、本町の男女共同参画行政の施策を

6 推進してきました。

7 男女共同参画行政は、過去には女性の権利の獲得・地位向上の視点で取り組まれ、その後「男

8 女がともに」参画する社会づくりという視点で、女性も男性も一緒になって様々な活動をして

9 いく男女平等を重視するようになりました。そして今、男女という視点から、性的マイノリテ

10 ィなども含めた「多様な性」という視点で、男女共同参画を考えていく時代となっています。

11 さらには、性別、年齢、国籍、障害の有無などといった属性を超えて、互いが認めあい、誰も

12 が共に生きる多様性(ダイバーシティ)社会の実現へと進んでいます。

13 また、社会の動向においては、ＳＤＧｓによる持続可能な開発目標の達成を目指しての取り

14 組みが求められており、その目標に含まれている「ジェンダー平等の実現」が掲げられている

15 ほか、ＳＤＧｓの原則である「誰一人取り残さない社会づくり」という視点での施策展開も重

16 要となっています。

17 本町では、「南風原町男女共同参画推進条例」の制定に向けて取り組んでおり、町と町民等が

18 責務を果たしながら男女共同参画社会の実現を目指していることから、すべての人が人権を尊

19 重され、認めあいと支え合いの中で個性を活かしながら活躍していける、生きがいのある地域

20 づくりを進めるために、本計画を策定します。

21

22

23

【ジェンダー平等・男女共同参画社会とは】

生まれる前に決定される生物学的な性の違い(セックス：生物学的・生理学的な性差)に対し

て、出生後に周囲と関わりながら育つ中でこうあるべきだとして身についた性差概念を「ジェ

ンダー」(社会的・文化的に形成された性別)と言います。日常生活の中で期待される「男だか

ら、女だから」といった意識や、「男は仕事、女は家庭」などの性別役割分担意識も、このジェ

ンダーの一部です。ジェンダーによって固定的な性役割や性差別が生じると、片方の性にとっ

ては生きにくい社会を形成します。ジェンダーに捉われず生きやすい社会にするためには、ジ

ェンダーによる男女差別の存在に気付き、それらを平等にしていかなければなりません。

男女共同参画社会とは、男女共同参画社会基本法第２条において、「男女が、社会の対等な構

成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、

もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に

責任を担うべき社会」と位置付けられています。
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1 ２．計画策定の背景

2 【国連の動き】

3 男女共同参画に関する世界的な潮流として、国連の動きをみると、昭和 20 年<1945 年>に

4 国連憲章の前文に男女平等を謳い、昭和 21 年<1946 年>には「婦人の地位委員会」を設置し

5 て、男女平等の実現に向けた取り組みが進められました。また、国連は、昭和 50 年<1975 年

6 >に「国際婦人の 10 年」を宣言し、以後 10 年間、様々な分野における女性差別の撤廃等女性

7 の地位向上のための行動を進めてきました。

8 昭和 54 年<1979 年>には、国連において「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す

9 る条約(略称：女子差別撤廃条約)」が採択され、女性に対する差別を定義し、締結国に対し、

10 政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のために適切な措置

11 をとることを求めています。

12 昭和 60 年<1985 年>にはナイロビでの「第３回世界婦人会議」が開催され、平成７年<1995

13 年>には北京での「第４回世界女性会議」が開催されています。これらの取組により、国や人

14 種を超えた世界的な女性の連帯に影響を与えました。

15 平成 12 年<2000 年>には、ニューヨークで国連特別総会「女性 2000 年会議」が開催され、

16 「北京行動綱領」の進捗状況の確認や課題を検討するとともに、さらなる行動を求める「政

17 治宣言及び成果文書」が採択されています。

18 平成 23 年<2011 年>には、女性と女児の権利を促進するため国連の女性に関する４つの機

19 関(国連女性開発基金(UNIFEM)、女性の地位向上部(DAW)、ジェンダー問題に関する事務総長

20 特別顧問室(OSAGI)、国際婦人調査訓練研修所(UN-INSTRAW))を統合した国連機関「UN Women」

21 が発足しました。平成 27 年<2015 年>には、日本事務局も開設されています。

22 平成 24 年<2012 年>には、第 56 回国連婦人の地位委員会が開催され、「自然災害における

23 ジェンダー平等と女性のエンパワーメント」が採択されています。

24 平成 27 年<2015 年>には、国連で「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、

25 令和 12 年<2030 年>までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標が設定されました。目

26 標は 17 のゴール・169 のターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない(leave no

27 one behind)」ことを誓っています。

28 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の前文では、「すべての人々の人権を実現し、

29 ジェンダー平等とすべての女性と女児のエンパワーメントを目指す」が謳われ、ＳＤＧｓで

30 は目標の５番目に「ジェンダー平等を実現しよう」が掲げられました。

31 令和２年<2020 年>４月には、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を受けて、国連事

32 務総長より「女性及び女児を COVID-19(新型コロナウイルス感染症)への対応の中心に」とい

33 うメッセージが出され、新型コロナウイルス感染症拡大の中では、女性や女児が社会的・経

34 済的に大きな影響を受け、女性の権利や機会を失っていくことや、女性に対する暴力の被害

35 も増えていることをあげ、女性及び女児を新型コロナウイルス対策の対応の中心に据えるよ

36 う強く要請しています。

37 令和３年<2021 年>の世界経済フォーラムでは、ジェンダーギャップ指数(「経済」「政治」

38 「教育」「健康」の４つの分野のデータから作成される、各国の男女格差を測る指数)が世界

39 156 か国中 120 位であり、前回(令和２年<2020 年>)と比べて、スコア、順位ともにほぼ横ば

40 いとなっており、先進国の中で最低レベル、アジア諸国の中で韓国や中国、ASEAN 諸国より
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1 低い結果となりました。

2

3 【日本の動き】

4 我が国においては、世界的な流れを受け、昭和 52 年<1977 年>に女性に関する施策を総合

5 的かつ効果的に推進していくための「国内行動計画」を定め、以後、「新国内行動計画」(昭

6 和 62 年<1987 年>)、「男女共同参画 2000 年プラン」(平成８年<1996 年>)等が策定されまし

7 た。さらに、「男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」(平成 12 年<2000 年

8 >)や「女性に対する暴力に関する基本的方策について」(平成 12 年<2000 年>)等が示される

9 とともに、国連特別総会「女性 2000 年会議」の成果を踏まえ、平成 12 年<2000 年>には「男

10 女共同参画基本計画(第１次)」を閣議決定し、男女共同参画社会の実現にむけた各種施策を

11 推進してきました。

12 また、この間、法制度的にも、「男女雇用機会均等法」等の成立を経て、「女子差別撤廃条

13 約」の批准により大きく前進し、平成 11 年<1999 年>には「男女共同参画社会基本法」、平成

14 13 年<2001 年>には「ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)防止法」が施行されました。

15 平成 17 年<2005 年>12 月には、男女共同参画社会の形成に関する国内外の様々な状況の変

16 化を考慮の上、「男女共同参画基本計画」を改訂(第２次基本計画)し、総合的かつ長期的に講

17 ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を示しています。

18 平成 22 年<2010 年>12 月には、我が国における男女共同参画社会の形成が一層加速される

19 よう、実効性のあるアクション・プランとして「男女共同参画基本計画」の更なる改訂(第３

20 次基本計画)を行っています。

21 平成 27 年<2015 年>には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推

22 進法)」、平成 30 年<2018 年>には「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」等

23 が成立され、指導的立場における女性の参画及び社会における女性の活躍について推進が強

24 化されました。

25 令和２年<2020 年>には、ＤＶ防止法や女性活躍推進法によるあらゆる暴力の根絶と女性の

26 活躍について、一層の強化が図られるよう社会情勢等を踏まえて適宜改正が行われています。

27 また同年 12 月、「第５次男女共同参画基本計画」を策定し、「すべての女性が輝く令和の社

28 会へ」を掲げ、「政策・方針決定過程への女性の参画拡大」を重視した目標設定等を行ってい

29 ます。

30



4

1 【沖縄県の動き】

2 沖縄県においては、昭和 59 年<1984 年>に婦人問題解決のための「沖縄県行動計画」を策

3 定し、その後「男女共同参画型社会をめざす沖縄県行動計画」(平成４年<1992 年>)、「男女

4 共同参画型社会をめざす沖縄県行動計画(改定)」(平成９年<1997 年>)、「沖縄県男女共同参

5 画計画～ＤＥＩＧＯプラン～」(平成 14 年<2002 年>)と見直しを図りながら、長期計画のも

6 とで、男女共同参画社会の実現をめざしてきました。また、平成 15 年<2003 年>には、「沖縄

7 県男女共同参画推進条例」の制定をしています。加えて、平成 19 年<2007 年>には、先の条

8 例に基づく計画として、「沖縄県男女共同参画計画(後期)」を策定し、平成 24 年<2012 年>に

9 は、同計画の後継計画として「第４次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯプラン～」、平成

10 29 年<2017 年>には平成 29 年度<2017 年度>から令和３年度<2021 年度>を計画期間とする「第

11 ５次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯプラン～」を策定し、男女共同参画社会の実現に

12 向けた取り組みを推進してきました。

13 令和３年度<2021 年度>には、令和４年度<2022 年度>から令和８年度<2026 年度>を計画期

14 間とする「第６次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯプラン～」を策定し、これまでの取

15 り組みを継承しながら、ジェンダー平等、性の多様性の尊重といった近年の社会情勢を踏ま

16 えた取り組みを掲げています。

17

18 【南風原町の動き】

19 本町においては、平成 12 年<2000 年>１月に「南風原町男女共生社会をつくる懇話会」を

20 立ち上げ、共生社会づくりの学習会や各種団体との意見交換等の活動実施を行うとともに、

21 懇話会からの提言を受け、平成 14 年<2002 年>３月に「南風原町男女共同参画計画～まじゅ

22 んプラン～」を策定しました。

23 平成 21 年<2009 年>３月には、「南風原町男女共同参画推進会議設置条例」を制定し、同条

24 例に基づき、男女共同参画社会の実現に関する施策の企画及びその推進に資するため、「南風

25 原町男女共同参画推進会議」を設置しています。

26 平成 24 年<2012 年>３月には「第二次南風原町男女共同参画計画～まじゅんプラン～」を

27 策定し、男女が共に支えあう地域社会の実現を目指し、取り組みを進めました。

28 平成 30 年<2018 年>４月には「第二次南風原町男女共同参画計画～まじゅんプラン～」の

29 中間見直しを行い、性の多様性に関するジェンダー教育や各種ハラスメント防止、子どもの

30 孤立(貧困)防止についての項目を追記しました。

31 この間、学校教育においては、男女混合名簿の導入を、小学校では平成 28 年度<2016 年度

32 >から、中学校では令和２年度<2020 年度>から実施しています。

33 さらに、令和３年<2021 年>４月からは町内全中学校において男女の制服選択制を導入し、

34 学校教育におけるジェンダー平等を推進しています。また、「南風原町男女共同参画推進条例」

35 を制定しています。

36

37
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1 ３．計画の性格

2 本計画は、本町における「男女共同参画社会の実現」を目指し、取り組みの方向性や具体的

3 施策を掲げるものです。また、推進に当たっては、行政内の多くの分野との連携・共通認識が

4 不可欠であるほか、町と町民、事業者、教育関係者、地域等との協働により推進するものです。

5

6

7 ４．計画の位置づけ

8 (1)国・県計画等との位置づけ

9 本計画は、国の「男女共同参画社会基本法」に掲げる第９条及び第 14 条第３項に基づく市

10 町村計画として位置付けられるとともに、「第５次男女共同参画基本計画」、沖縄県の「第６

11 次男女共同参画計画-DEIGO プラン」と整合性を図りながら策定しています。

12 さらに、本計画は、国の「女性活躍推進法」及び「配偶者暴力防止法(ＤＶ防止法)」に基

13 づく市町村計画として、一体的に策定しています。

14

15 (2)南風原町の他計画との位置づけ

16 本町で令和３年度<2021 年度>に制定された「南風原町男女共同参画推進条例」第 13 条に

17 基づき、本計画を策定しています。本町の他計画においては、町の最上位計画である総合計

18 画を踏まえながら、男女共同参画の視点で本町の各種関連計画と整合性を図り、具体的施策

19 を掲げています。

20
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1 ■計画の位置づけ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 ５．計画の期間

28 本計画は、令和４年度<2022 年度>を初年度とし、令和 13 年度<2031 年度>を目標年度とする

29 10 年計画として策定します。なお、実施状況の把握と評価を毎年度行うとともに、社会状況の

30 変化等により、必要に応じて中間年度(令和７年度<2025 年度>～令和９年度<2027 年度>)での

31 見直しを行います。

32

33 ○計画の期間

令和４年度

<2022年度>

令和５年度

<2023年度>

令和６年度

<2024年度>

令和７年度

<2025年度>

令和８年度

<2026年度>

令和９年度

<2027年度>

令和10年度

<2028年度>

令和11年度

<2029年度>

令和12年度

<2030年度>

令和13年度

<2031年度>

次期計画

策定

南風原町男女共

同参画推進条例

第５次男女共同参画

基本計画(国)

第６次沖縄県男女共

同参画計画

南風原町総合計画

関連計画

●第２次南風原町地域福祉計画・地域福祉活動計画

●第２期南風原町子ども・子育て支援事業計画

●第８次南風原町高齢者保健福祉計画

●南風原町第５次障がい者計画

●南風原町第６期障害福祉計画及び第２期障がい児福祉計画

●第２次健康はえばる２１ 等

中間見直し

男女共同参画社会基本法 女性活躍推進法 ＤＶ防止法

第三次南風原男女共同参画推進計画 ～まじゅんプラン～
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1 ６．関連する国の法律・計画等について

2 (1)第５次男女共同参画推進基本計画

3 国では、令和２年<2020 年>12 月、「第５次男女共同参画基本計画」を策定し、「すべての女

4 性が輝く令和の社会へ」を掲げ、３つの政策領域と 11 の個別分野及び推進体制について、そ

5 れぞれ令和 12 年度<2030 年度>末までの「基本認識」並びに令和７年度<2025 年度>末までを

6 見通した「施策の基本的方向」及び「具体的な取組」を定めるとともに、「具体的な取組」の

7 実施により達成を目指す「成果目標 51」を設定しています。計画では特に「政策・方針決定

8 過程への女性の参画拡大」を重視しており、「2020 年の可能な限り早期に指導的地位に占め

9 る女性の割合を 30％程度へあげること」、「2030 年には、指導的地位にある性別に偏りがない

10 ような社会を目指すこと」を目標とし、政策方針決定過程への女性の参画拡大を図っていま

11 す。

12 本計画は、第５次男女共同参画基本計画を踏まえながら策定しています。

13

14

15

16

17

【国の「第５次男女共同参画基本計画」】

●３つの政策領域と推進体制の整備・強化

Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大

Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

Ⅳ 推進体制の整備・強化

●11 の個別分野

第１分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

第２分野 雇用分野、仕事と生活の調和

第３分野 地域

第４分野 科学技術・学術

第５分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶

第６分野 貧困等生活上の困難に対する支援と多様性の尊重

第７分野 生涯を通じた健康支援

第８分野 防災・復興等

第９分野 各種制度等の整備

第 10 分野 教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進

第 11 分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献

Ⅳ 推進体制の強化
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1 (2)女性活躍推進法とＤＶ防止法に基づく施策について

2 女性活躍推進法では、第６条第２項において、「市町村は、基本方針を勘案して、当該市町

3 村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(市町

4 村推進計画)を定めるよう努めるものとする。」とされています。

5 また、ＤＶ防止法第２条第３項において、「市町村は、基本方針に即し、かつ、都道府県基

6 本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

7 施策の実施に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。」とされています。

8 本計画においては、上記の２つの市町村計画に係る施策を盛り込み、包含するかたちで策

9 定しています。

10

11

12 (3)ＳＤＧｓと「５.ジェンダー平等の実現」とは

13 ＳＤＧｓとは、持続可能な開発目標の頭文字「SDGs：Sustainable Development Goals」を取

14 ったものであり、平成 27 年<2015 年>９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持

15 続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、令和 12 年<2030 年>までに持続可能で

16 よりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴール・169 のターゲットから構成され，地球上の

17 「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。

18 SDGs は発展途上国のみならず，先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり，

19 日本としても積極的に取り組んでいます。

20 17 のゴールのうち、５番目の目標に「ジェンダー平等を実現しよう」が掲げられています。

21

22 ■ ＳＤＧｓの目標の５番目、「ジェンダー平等を実現しよう」で掲げるターゲット
23

24

１．すべての女性と女の子に対するあらゆる差別をなくす。

２．すべての女性や女の子へのあらゆる暴力をなくす。

３．女性や女の子を傷つけるならわしをなくす。

４．家事や子育てはお金が支払われないが大切な「仕事」であることを認める(家庭内の役割分担など

を通じて認め合う)。

５．女性も男性と同じように政治や経済や社会の中でリーダーになれる、できるようにする。

６．誰もが性に関することや子どもを産むことに関する健康と権利が守られるようにする。
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1 Ⅰ．総論

2 １．計画の理念とキャッチフレーズ

3 【計画の理念】

4 憲法の保障している基本的人権の尊重及び多様性社会の中で、男女共同参画の実現をめざ

5 します。

6

7 【キャッチフレーズ】

8

9

10

11

12

13

14

15 ２．計画の愛称

16 男女があらゆる分野で共に参画できる社会をめざし、本計画の愛称を「まじゅんプラン」と

17 します。

18 「まじゅん」とは、うちなーぐちで“一緒”を意味しており、本計画を広く町民に普及する

19 のにふさわしい愛称として採用しています。

20

21

22

23

24

すべての人が互いを認めあい、共に支えあう、

黄金南風の平和郷
こがね は え さ と
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1 ３．基本方針

2 方針１．男女共同参画への意識づくり

3 男女共同参画に関する情報発信を一層強化するとともに、学校教育等における男女共同参

4 画の教育・学習機会を充実し、子どもから大人まで、全てのライフステージにおける男女共

5 同参画意識の醸成、多様性を尊重する人権意識の形成、固定的役割分担意識の変革を図り、

6 すべての人が平等に、共に生きる地域づくりを進めます。

7

8

9 方針２．女性の活躍のための方策の推進

10 女性自らが行動し、積極的な社会参画を図るとともに、その力を十分に発揮し、社会で指

11 導的地位で活躍していけるように、政策・意思決定過程への女性参画や管理職への登用、女

12 性のエンパワーメント支援、地域活動における男女共同参画を推進し、社会における女性の

13 活躍できる地域づくりを進めます。

14

15

16 方針３．多様性を尊重し、すべての人が共に安心して暮らすための支援充実

17 すべての人が地域社会の中で心豊かな生活を送れるように、多様な属性が暮らす町の中で

18 の人権尊重、あらゆる暴力の根絶、生涯にわたる健康づくり支援、高齢者、障がい者など、

19 生活上の困難を抱える人も安心して暮らしていくことのできる、誰一人取り残さない地域づ

20 くりを進めます。

21

22

23 方針４．家庭生活と職場における男女共同参画の推進

24 家庭生活や職場における男女共同参画を進めるために、女性の社会への参画とともに、男

25 性の家事・育児への参画、職場の理解・環境改善を図るように努め、ワーク・ライフ・バラ

26 ンスの実現できる地域づくりを進めます。

27

28
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1 ４．施策体系

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

すべての人が互いを認めあい、共に支えあう、

黄金南風の平和郷
こがね は え さ と

方針１．男女共同参画への意識づくり

(1)男女共同参画に関する情報の発信・効果的な広報活動等の推進

(2)多様性を尊重するための教育・学習機会の充実

方針２．女性の活躍のための方策の推進

(1)政策・意思決定過程への女性の参画拡大

(2)女性のエンパワーメントに対する支援の充実

(3)男女共同参画の視点に立った地域活動の促進

方針３．多様性を尊重し、すべての人が共に安心して暮らすための支援充実

(1)ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶

(2)生涯にわたる健康づくりへの支援

(3)多様性を尊重し、すべての人が安心して暮らせる環境の整備

(4)生活上の困難に直面するすべての人への支援

方針４．家庭生活と職場における男女共同参画の推進

(1)ワーク・ライフ・バランスと家庭生活における男女共同参画の推進

(2)職場における男女平等の実現
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1 ５．南風原町の取り組み一覧

2

施 策

行
動
計
画

Ｄ
Ｖ
防
止
法

関
連
施
策

女
性
活
躍
推

進
法
関
連
施

策

担当課

方
針
１

男
女
共
同
参
画
へ
の
意
識
づ
く
り

(1)男女共同参画に関する情報の発信・効果的な広報活動等の推進

①多様な媒体を通じた広報・啓発活動 継続 企画財政課

②男女共同参画週間等の機会を通じた啓発 継続 企画財政課

③第三次南風原町男女共同参画計画～まじゅんプラン～の周知 継続 企画財政課

④ＳＤＧｓを踏まえたジェンダー等多様性の啓発・理解 Ｒ４～ 企画財政課

⑤ＳＮＳ等を活用した男女共同参画情報誌の発行 Ｒ４～ 企画財政課

⑥男女共同参画「Ｑ＆Ａ」の町ホームページへの掲載 Ｒ４～ 企画財政課

(2)多様性を尊重するための教育・学習機会の充実

①幼児期におけるジェンダー教育の推進 継続 こども課、学校教育課

②児童生徒へのジェンダー平等の学習機会・学校生活の推進 継続 学校教育課

③主体的な進路選択を支えるキャリア教育の推進 継続 学校教育課

④保育者や教職員に対する男女共同参画に関する研修の充実 継続 こども課、学校教育課

⑤学校教育での人権教育等の推進 継続 学校教育課

⑥性教育・思春期教育の推進 継続 学校教育課

方
針
２

女
性
の
活
躍
の
た
め
の
方
策
の
推
進

(1)政策・意思決定過程への女性の参画拡大

①審議会・委員会など意思決定の場での女性登用率の向上 継続 ○ 全課

②役場女性職員の管理職等への登用促進 継続 ○ 企画財政課、総務課

③民間事業所・団体等に対する女性の管理職登用の啓発実施 継続 ○ 産業振興課、総務課

(2)女性のエンパワーメントに対する支援の充実

①女性リーダーの育成 継続
○ 企画財政課、生涯学習文

化課

②女性団体等交流会の実施と連絡協議会の設立支援 継続 ○ 企画財政課

③女性のための職業能力開発講座等の周知・広報 継続
○ 企画財政課、生涯学習文

化課

④女性起業家への支援 継続 ○ 産業振興課

⑤ＳＤＧｓを活用した女性のエンパワーメントの推進 Ｒ４～ 企画財政課

(3)男女共同参画の視点に立った地域活動の促進

①町民の自治会活動等への参加促進 継続

総務課、企画財政課、住民

環境課、保健福祉課、教育

総務課、生涯学習文化課

②社会制度・慣行の見直しと意識づくり 継続 企画財政課

③伝統芸能等における男女共同参画への理解促進 Ｒ４～ 生涯学習文化課

④防災の分野に関する意見の反映や女性委員の登用 継続 ○ 総務課

⑤第三次南風原町男女共同参画計画～まじゅんプラン～推進に

向けた町民組織の育成支援・連携体制の充実
継続 企画財政課
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施 策

行
動
計
画

Ｄ
Ｖ
防
止
法

関
連
施
策

女
性
活
躍
推

進
法
関
連
施

策

担当課

方
針
３

多
様
性
を
尊
重
し
、
す
べ
て
の
人
が
共
に
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
の
支
援
充
実

(1)ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶

①ＤＶ・虐待等に関する情報の周知広報充実 継続
○ 企画財政課、こども課、保

健福祉課、学校教育課

②ＤＶ・虐待等に対する相談窓口の周知及び充実 継続
○ 企画財政課、こども課、学

校教育課

③保育、教育関係者へのＤＶ・虐待等に関する研修機会等の確保 Ｒ４～ ○ こども課、学校教育課

④要保護児童等対策地域協議会の充実 継続
企画財政課、こども課、保

健福祉課、学校教育課

⑤一時保護施設(シェルター)へのつなぎ支援 継続 ○ 企画財政課、こども課

⑥住民基本台帳事務等における被害者保護支援措置の実施 継続 ○ 住民環境課

(2)生涯にわたる健康づくりへの支援

①住民健診・がん検診の充実 継続 国保年金課

②リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識啓発 継続 国保年金課

③妊娠期からの切れ目のない支援の推進 Ｒ４～ こども課、国保年金課

(3)多様性を尊重し、すべての人が安心して暮らせる環境の整備

①高齢者が安心して暮らせる環境の充実 Ｒ４～ 保健福祉課、産業振興課

②障がい者が安心して暮らせる環境の充実 Ｒ４～ 保健福祉課

(4)生活上の困難に直面するすべての人への支援

①生活困窮世帯への自立支援 Ｒ４～ こども課

②ひとり親家庭への支援・自立の促進 継続 こども課

③子どもの孤立(貧困)の防止に向けた支援の充実 継続 こども課

④若年妊婦に対する支援の充実 Ｒ４～ 国保年金課

⑤若年期の自立支援に向けた周知・広報 継続 産業振興課

方
針
４

家
庭
生
活
と
職
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

(1)ワーク・ライフ・バランスと家庭生活における男女共同参画の推進

①仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し 継続 ○ 企画財政課

②子育て支援の充実 継続 ○ こども課

③介護サービス等の充実 継続 ○ 保健福祉課

④男性に向けた各種研修会、講座等の開催 継続 ○ 生涯学習文化課

⑤マタニティ教室や両親学級等への父親の参加促進 継続 ○ 国保年金課

⑥｢家庭の日｣の普及・啓発 継続 生涯学習文化課、学校教育課

⑦家庭学級の推進 継続 生涯学習文化課

(2)職場における男女平等の実現

①男女の均等な雇用機会等の確保 継続
○ 総務課、企画財政課、産業

振興課

②各種ハラスメント対策の周知 継続 ○ ○ 総務課、産業振興課

③働く女性への妊娠中・出産後の配慮 継続 ○ 総務課、産業振興課

④育児・介護を支える職場環境の整備 継続 ○ 総務課、産業振興課

⑤就労環境改善の啓発 継続 ○ 産業振興課

⑥女性の再就職支援に向けた情報提供 継続 ○ 企画財政課、産業振興課

⑦厚生労働省の｢ポータルサイト｣へ登録 Ｒ４～ 産業振興課

⑧働く男女の健康管理対策の実施 継続 総務課、産業振興課

⑨家族従業者への支援 継続 ○ 産業振興課
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1 Ⅱ．具体的な取り組み

2 具体的な取り組みは、以下の様に構成しています。

3

4

5

6

【現状と課題】

これまでの本町の取組みや町民意識調査結果により、現状と課題を取りまとめまし

た。

【基本的な考え方】

施策展開に当たっての基本的な考え方を位置付けました。

【具体施策】

具体的な施策と取り組み内容、担当課等を位置付けました。

【家庭・地域・職場に期待する役割】

施策を推進するために、家庭・地域・職場に期待する役割を位置付けました。

【目指す将来像】

各項目における取組を推進した結果、実現が望まれる町の将来像を示しています。
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1 方針１．男女共同参画への意識づくり

2 (1)男女共同参画に関する情報の発信・効果的な広報活動等の推進

3 【現状と課題】

4 男女共同参画社会の実現のためには、町民一人ひとりや職場、学校、地域社会など様々な組織

5 等が男女共同参画に関して知り、理解を深めるとともに、行動していくことで実現に近づいてい

6 きます。このため、本町ではこれまで、『第二次南風原町男女共同参画計画～まじゅんプラン～』

7 及びその概要版の発信や、男女共同参画週間におけるパネル展の実施等を行い、町民が男女共同

8 参画、社会での女性の活躍、ＤＶの事例、女性相談や男性相談、ジェンダーなどについて考える

9 機会を提供してきました。

10 しかし、令和３年度<2021 年度>に行った町民意識調査では、『まじゅんプラン』について「知

11 らない(名称も内容もわからない)」という回答が 59.9％となっており、「名称も内容も知ってい

12 る」回答者は 1.2％にとどまっています。この結果は、10 年前の平成 23 年度<2011 年度>に実施

13 した町民意識調査とほぼ同じ結果であり、本計画が町民に十分認知されているとは言えません。

14 また、町民の周知度では「ジェンダー」は 59.3％、「仕事と生活の調和(ワークライフ・バランス)」

15 は 50.8％と半数以上を占めており、男女共同参画に関連する用語で、テレビ等でも取り上げられ

16 る機会のあるものは周知度が高い傾向が見られます。このような用語の周知や内容の理解を通し

17 て、男女共同参画とは何か、町民が取り組む必要があることは何かを考える機会を設けるととも

18 に、本町の取り組みや『まじゅんプラン』の周知も図り、町民とともに男女共同参画を推進する

19 まちづくりを進める必要があります。

20 男女共同参画に関する情報を発信し、町民の周知度と理解を深めていくためには、より一層の

21 広報・啓発が必要であり、他の広報媒体活用や町公式のＬＩＮＥの活用など、新たな広報につい

22 て検討する必要があります。

23

24 【基本的な考え方】

25 男女共同参画社会の実現のためには、一人ひとりが男女共同参画を理解し、認めあい、行動す

26 る意識変化が必要です。また職場、学校、地域社会などの組織においても男女共同参画の考え方

27 を基本とした活動を行うことで、将来的には男女共同参画社会が「当たり前」のこととなってい

28 きます。

29 多様な媒体、イベント、新たな広報手段の検討と実行を行い、またＳＤＧｓの目標５番目が「ジ

30 ェンダー平等の実現」であることを併せて町民に広め、一人ひとりにできることから始めていけ

31 るように、事例紹介など関係する情報を広く発信し、「男女共同参画社会の実現」を目指します。

32

33
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1 【具体施策】

2

3 【家庭・地域・職場に期待する役割】

4 ○家庭では：

5 ・町から発信される男女共同参画についての情報に関心を持ち、目を通してみましょう。

6 ・男女共同参画に関する研修・講座や、意識啓発の機会に積極的に参加しましょう。

7 ・ご家庭での男女共同参画の在り方に目を向け、まずは家庭生活からチェックしてみましょう。

8 ・男女共同参画の必要性を話し合ったり、お互いを思いやる気持ちを育みましょう。

9 ○地域では：

10 ・機会があるごとに男女共同参画について話し合いましょう。

11 ・自治会や地域活動の中での男女共同参画の在り方について、チェックしてみましょう。

12 ・町との連携のもと、各字公民館等での男女共同参画パネル展の実施を図り、地域での男女共

13 同参画の意識醸成に努めましょう。

14 ○職場では：

15 ・町から発信される男女共同参画の情報に関心を持ち、男女共同参画を職場で取り入れる方法

16 を考えてみましょう。

17 ・職場での男女共同参画の在り方に目を向け、職場の状況をチェックしてみましょう。

18 ・男女共同参画の重要性を理解し、男女共同参画パネル展への協力等を行うとともに、男女共

19 同参画の学習会などに従業員の参加を促すなど、人材育成に努めましょう。

具体的な施策 施策の内容 担当課

①多様な媒体を

通じた広報・啓

発活動

ホームページやＳＮＳ等の様々な媒体を通じて、男女共同参

画の重要性及び必要性について、広報・啓発を今後も継続して

行います。また、子どもから大人まで分かりやすい情報の発信

を行います。

企画財政課

②男女共同参画

週間等の機会

を通じた啓発

第三次男女共同参画計画～まじゅんプラン～の周知を図るた

め、計画のダイジェスト版による周知・広報啓発を行います。

また、講演会などを開催し計画の周知を図ります。

企画財政課

③第三次南風原

町男女共同参

画計画～まじ

ゅんプラン～

の周知

第三次男女共同参画計画～まじゅんプラン～の周知を図るた

め、計画のダイジェスト版による周知・広報啓発を行います。

また、講演会などを開催し計画の周知を図ります。

企画財政課

④ＳＤＧｓを踏

まえたジェン

ダー等多様性

の啓発・理解

ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)が目指す 17 の目標のうち、目

標５にあたる「ジェンダー平等の実現」について周知・広報を

行うほか、ＳＤＧｓの目標達成に向けた取り組みの普及啓発

と理解を図ります。

企画財政課

⑤ＳＮＳ等を活

用した男女共

同参画情報誌

の発行

男女共同参画に関する情報、事例紹介等の新たな情報発信手

法として、ＳＮＳ等を活用した男女共同参画情報誌を発刊し、

男女共同参画が町民によりわかりやすく、より身近に感じら

れ、より情報を入手しやすくなるように図ります。

企画財政課

⑥男女共同参画

「Ｑ＆Ａ」の町

ホームページ

への掲載

男女共同参画に関する基礎知識の普及を図るため、男女共同

参画についての趣旨、必要性、事例などをＱ＆Ａ形式でホーム

ページに掲載し、町民によりわかりやすく男女共同参画につ

いて伝えていきます。

企画財政課
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1

2 【目指す将来像】

3

4

5 (2)多様性を尊重するための教育・学習機会の充実

6 【現状と課題】

7 日本では、昔からの慣習や社会の中で「女性だから・・・」、「男性だから・・・」という、女

8 性、男性の固定的な役割意識があり、それを当たり前のように押し付けられたり、あるいは無意

9 識に受け入れてしまっている場合が、世の中には今も多くあります。こうした固定的な役割分担

10 意識は、幼い頃から日常生活の様々な場・機会を通して植え付けられていくものであり、男女共

11 同参画社会の推進を妨げる一因となっています。

12 令和３年度<2021 年度>に行った子ども意識調査では、親から「女の子らしく、男の子らしく」

13 と言われた経験について、中学生男子は 38.6％であるのに対し、中学生女子は 65.2％を占めて

14 おり、小学生や高校生より高い結果となっています。さらに、男女の性差意識について見ると、

15 中高校生では、学校の係や当番で男子・女子の役割分担を感じている割合が 50％程度を占めるほ

16 か、女子の方がいろいろな場面で甘やかされていると感じる割合が 40％～50％程度あります。

17 町民意識調査結果においては、男女共同参画のために行政が推進すべきこととして、学校での

18 男女共同参画教育を重視する声が 80.7％を占めており、子どもの頃からの男女共同参画意識の醸

19 成が望まれているところであります。

20 そうした中、本町の学校教育の場では、道徳や特別活動も含め、全ての学校教育活動を通して、

21 人権教育を推進しています。また、ジェンダー平等を意識づけるため、保育園や幼稚園、学校で

22 は、男女とも「さん付け」で呼ぶことや、男女混合名簿を導入しているほか、中学校においては、

23 令和３年度<2021 年度>より、性別に関係なく制服を選べる「制服選択制」を導入しています。こ

24 の取り組みを自治体として実施しているのは県内初であり、男女混合名簿、制服選択制など本町

25 は学校教育の場において、すべての人の人権、多様性の尊重を意識して推進しています。町民意

26 識調査でも、男女の地位の平等感については、家庭や職場、政治の場、慣習・しきたりでは男性

27 が優遇されていると感じる割合が半数を超えていますが、「学校教育の場」では男女平等と感じる

28 割合が 52.1％で、最も平等感を感じているのは学校であることがわかります。

29 性の多様性に目を向けると、性の多様性を認めていきたいとする声は、町民意識調査では、

30 72.5％、中学生で 81.5％、高校生で 71.1％となっており、男女別では女性の方でこの割合が高く

31 なっています。学校においては、児童生徒や教職員を対象としたＬＧＢＴの理解や性の多様性を

32 学ぶ講演会や学習会(道徳や特別活動など)を実施しており、性の多様性についての理解が深まる

33 ように努めています。今後も引き続き、ジェンダー教育やＬＧＢＴを含めた性の多様性に係る学

34 習を推進する必要があります。

「(1)男女共同参画に関する情報の発信・効果的な広報活動等の推進」で目指す将来像

●すべての人に男女共同参画の情報が広く共有され、家庭をはじめ様々な分野で

の理解が深まり、男女共同参画が実現しているまち
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1

2 【基本的な考え方】

3 男女共同参画やジェンダー、性の多様性、人権などについて、子どもの頃から意識の醸成を図

4 ることで、身につき浸透していきます。子どもの成長・価値観の形成に大きな影響を与える幼児

5 期から、人権教育、ＤＶ、固定的な性別役割分担を意識しない教育やジェンダー平等、性に関す

6 る正しい知識を持つ機会などについて、子どもの発達段階に応じた取り組みを推進します。

7 また、子どもたちを指導する立場である保育士や教職員等も、男女共同参画意識を高め、保育

8 や教育にあたれるように図ります。

9

10 【具体施策】

11

12 【家庭・地域・職場に期待する役割】

13 ○家庭では：

14 ・男女を分け隔てなく育てるとともに、男女を問わず、子どもの頃から家事などを体験させま

15 しょう。

16 ・子どもが、学校で学んだり体験したジェンダー平等や多様性社会に関する話題に対して、保

17 護者は関心を持ち、一緒に考え、意見交換してみましょう。

18 ・「男だから」「女だから」、「男でしょ」「女でしょ」といった区別は避けましょう。

19 ・子どもの進路について、子ども自身に主体的に選ばせましょう。

具体的な施策 施策の内容 担当課

①幼児期におけ

るジェンダー

教育の推進

子どもの成長・価値観の形成に大きな影響を与える幼児期に

おいて、家庭との連携のもと、保育所や幼稚園で固定的な性別

役割分担意識を植え付けない教育を推進します。

こども課

学校教育課

②児童生徒への

ジェンダー平

等 の 学 習 機

会・学校生活の

推進

道徳の時間や総合的な学習の時間等、あらゆる場面を通し、固

定的な性別役割分担意識を植え付けないジェンダー平等の学

習機会や学校生活を推進します。

また、ＬＧＢＴ等、性の多様性について理解するための人権教

育について、子どもの発達段階に応じた取り組みを推進しま

す。

学校教育課

③主体的な進路

選択を支える

キャリア教育

の推進

次世代を担う子どもたちが性別に捉われることなく、それぞ

れが望む進路を主体的に選択でき、幅広い分野に進めるよう、

適切な進路指導やキャリア教育の推進を図ります。

学校教育課

④保育、教育関係

者に対する男

女共同参画に

関する研修の

充実

保育士や教職員等の関係者に対して、男女共同参画意識の更

なる高揚を図るため、研修機会の充実を図ります。

こども課

学校教育課

⑤学校教育での

人権教育等の

推進

人権ガイドブックの活用をはじめ、道徳の時間や平和学習、総

合的な学習の時間等、あらゆる場面を通し、学校教育において

多様性を認めあえる人権教育やＤＶ等の教育を推進します。

学校教育課

⑥性教育・思春期

教育の推進

男女がともに性に関する正しい知識を持ち、命の大切さや親

になることの意義、人権尊重について理解と認識を深めるた

め、発達段階に応じた性教育・思春期教育を推進します。

学校教育課



19

1 ○地域では：

2 ・ジェンダー平等の観点から、地域行事での男女の役割分担などを見直しましょう。

3 ・多様性社会、地域共生社会、ジェンダー平等、ＬＧＢＴなどをテーマとした勉強会等学習機

4 会を持ち、地域での理解を広げましょう。

5 ○職場では：

6 ・お茶くみ、掃除などで、性別役割分担が職場で行われていないか、確認・改善をしましょう。

7 ・職場において、多様な性について理解し、受け入れて一緒に働く環境をつくりましょう

8

9 【目指す将来像】

10

11

12

「(2)多様性を尊重するための教育・学習機会の充実」で目指す将来像

●子どもの頃から、人権や多様性を尊重する心を育み、誰もが互いを認めあって

支え合いながら暮らしていけるまち
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1 方針２．女性の活躍のための方策の推進

2 (1)政策・意思決定過程への女性の参画拡大

3 【現状と課題】

4 国では、女性の活躍を推進する取り組みを行ってきましたが、「指導的地位に女性が占める割

5 合」は令和２年<2020 年>で 10％にとどまっており、目標としていた 30％に届いていません。ま

6 た、令和３年<2021 年>の世界経済フォーラムでは、ＳＤＧｓの目指す「目標５」である「ジェン

7 ダー平等の実現」において、世界 156 か国のうち、120 位と低い状況にあります。

8 このような状況を受け、国では、令和２年<2020 年>12 月に策定した「男女共同参画基本計画」

9 において、社会での女性の活躍を重視する計画を掲げています。

10 本町においては、多様な町民の視点や考え方をまちづくりに反映させていくためにも、あらゆ

11 る分野における政策等の立案及び意思決定において、男女が対等に参画することを目指して取り

12 組みを行ってきました。

13 本町職員の女性管理職登用は 30％であり、県平均の 14％、全国平均の 14.2％を上回り、県内

14 では第１位と最も高くなっています。また、各種審議会等の女性登用の割合をみると、令和２年

15 度<2020 年度>では 27.4％であり、10 年前の平成 23 年<2011 年>４月１日の 32.8％を下回る状況

16 にあります。県内でも 17 位と高くはなく、女性委員のいない審議会等もあります。審議会におけ

17 る女性の参画が課題となっています。

18 令和３年度<2021 年度>の町民意識調査では、女性を取り巻く環境で変わってきていると感じる

19 こととして、「女性の管理職が増えた」という声が 45.1％と半数近くを占めています。しかし、

20 男性優位の社会の仕組みや制度が根強くあるために、女性の管理職が少ないという声が 51.3％と

21 半数を占めるほか、女性の能力発揮のチャンスが男性のように与えられていないという声も30.3％

22 ありました。

23 こういった状況を踏まえ、男女にとらわれずに、幅広い人材の登用を行うことで、幅広い意見

24 を取り入れ、新しい視点で政策や様々な取り組みを進めることができます。男性優位の社会構造

25 を変えることや女性にもチャンスがあることなどといった声を踏まえ、すべての人が能力アップ

26 や力を発揮できるように取り組んでいくことが求められています。職場や地域、行政等あらゆる

27 分野で女性の意識を高めていくとともに、女性の能力を十分に発揮できるような支援や環境づく

28 りを行うなど、政策・意思決定過程への女性の参画により、女性が一層活躍する社会づくりを進

29 めることが必要です。

30

31 【基本的な考え方】

32 管理職の女性登用を推進するとともに、女性の活躍について、職員への研修や女性職員の意識向

33 上、リーダー育成に係る研修等を行うなど、積極的改善措置(ポジティブアクション)を行います。

34 また、審議会・委員会委員の選任の際にも、募集の際に男女制限をせず募集するなど、男女を

35 問わず幅広い人材の登用を図り、女性委員のいない審議会等の解消や、女性委員比率の向上に積

36 極的に取り組みます。さらに、民間事業所や各種団体、自治会等に対し、女性の登用・女性管理

37 職登用の啓発を図ります。

38

39
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1 【具体施策】

2

3 【家庭・地域・職場に期待する役割】

4 ○家庭では：

5 ・女性の活躍や男女共同参画の視点を踏まえながら、自らの力を発揮できるように、各種審議

6 会・委員会等、まちづくりの様々な場に積極的に参画しましょう。

7 ・地域の役職などに女性も積極的にチャレンジしましょう。

8 ○地域では：

9 ・女性の活躍や男女共同参画の視点を踏まえながら、優れた人材を役職として登用するなど、

10 男女共同参画による地域づくりに努めましょう。

11 ○職場では：

12 ・女性の活躍や男女共同参画の視点を踏まえながら、優れた人材を管理職として登用するなど、

13 公平な職場環境創出に努めましょう。

14

15 【目指す将来像】

16

17 (2)女性のエンパワーメントに対する支援の充実

18 【現状と課題】

19 近年、共働き世帯が増加し、女性の社会進出が進んでいますが、指導的立場に占める女性の割

具体的な施策 施策の内容 担当課

①審議会・委員会

など意思決定

の場での女性

登用率の向上

審議会・委員会委員の選任について、募集の際に男女制限をせ

ず募集するなど、男女を問わず幅広い人材の登用を図ります。

また、審議会・委員会等における女性委員のいない審議会等の

解消や、女性委員比率の向上に向けて積極的に取り組みます。

全課

②役場女性職員

の管理職等へ

の登用促進

女性職員について、研修などへの積極的な参加を促すととも

に、能力のある女性の昇任・管理職への登用、職域の拡大を図

るなど、積極的改善措置(ポジティブアクション)の働きかけ

を行います。

また、このような女性職員をサポートするため、多くの職員の

理解がある環境を整備します。

企画財政課

総務課

③民間事業所・団

体等に対する

女性の管理職

登用の啓発実

施

民間事業所や商工会等関係団体、自治会等に対し、女性の登

用・女性管理職登用の啓発を図ります。

産業振興課

総務課

「(1)政策・意思決定過程への女性の参画拡大」で目指す将来像

●管理職など、指導的立場で活躍する女性が増え、すべての人が自らの力を発揮

するとともに、多様な町民の視点や考え方をまちづくり、民間事業所・団体の

活動に反映させていく活力あるまち
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1 合は世界と比べて低くとどまっています。女性が能力を十分に発揮するためには、本人の努力と

2 ともに、能力開発・人材育成などにより女性が力をつけていく支援の充実も必要となります。Ｓ

3 ＤＧｓにおいては、目標の 5番目に「ジェンダー平等を実現しよう」が掲げられており、ジェン

4 ダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメント(潜在能力を引き出し、発揮させる

5 こと)を図ることを目標としています。

6 令和３年度<2021 年度>に行った町民意識調査では、首長や議員、管理職などへの女性の参画が

7 少ない理由のうち、「女性自身に役職に対する関心やチャレンジ精神がない」という回答は 18.5％

8 で、10 年前の調査時(28.5％)からやや下がっています。意思決定過程への参画などにおいて、女

9 性の向上心は以前より高まってきていることがうかがえます。

10 本町では、女性の研修参加を促し、女性リーダーの育成、女性団体の交流会、女性のための職

11 業能力開発講座開催など、女性のエンパワーメントと交流につながる取り組みを推進しています。

12 女性が社会の様々な分野で活躍し、責任ある役割を担っていくために、女性の能力向上のため

13 の支援及び、女性が力を発揮できる組織環境であることが必要です。

14

15 【基本的な考え方】

16 女性がその能力を十分発揮できるように、女性リーダーの育成及び女性のエンパワーメントや

17 女性の能力開発につながる各種講座等の実施や情報提供等を行い、女性の意識向上と、責任ある

18 役割を担い、やりがいを感じながら自分らしく生きていくための支援に努めます。

19

20 【具体施策】

21 【家庭・地域・職場に期待する役割】

22 ○家庭では：

23 ・女性のエンパワーメントに関心を持ち、関連する学習機会等に参加しましょう。

24 ・男性も、女性のエンパワーメントに関心を持ち、社会参加する女性を支援しましょう。

25 ○地域では：

具体的な施策 施策の内容 担当課

①女性リーダー

の育成

各団体や地域等で活動する女性リーダーの育成に向け、国内外

の各種研修への派遣や女性リーダー研修の実施、女性のエンパ

ワーメントにつながる生涯学習講座等の実施を図ります。

企画財政課

生涯学習文化課

②女性団体等交

流会の実施と

連絡協議会の

設立支援

女性団体等交流会を開催するとともに、女性団体の連携を図

りながら町女性団体連絡協議会の立ち上げを支援します。

企画財政課

③女性のための

職業能力開発

講 座 等 の 周

知・広報

関係機関等との連携のもと、女性の能力開発のための講座等

の周知・広報を図ります。

企画財政課

生涯学習文化課

④女性起業家へ

の支援

町商工会や金融機関等の関係機関と連携し、女性起業家育成

のための講座の実施、情報提供や相談を行います。

産業振興課

⑤ＳＤＧｓを活

用した女性の

エンパワーメ

ントの推進

町内の女性団体等に対して、ＳＤＧｓに関連する活動・セミナ

ー・交流を推進することで、各団体間の連携を促進し、ＳＤＧ

ｓの活用による女性のエンパワーメントの推進を図ります。

企画財政課
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1 ・自治会等においては、幅広い人材の活用とリーダーの育成に努めましょう。

2 ・女性団体間の交流を充実していくとともに、女性のエンパワーメントに資する取り組みや情

3 報交換などを行いましょう。

4 ○職場では：

5 ・資格取得や職業能力開発にチャレンジする意欲を高めるため、女性従業員の能力開発講座等

6 への参加促進等を行いましょう。

7

8 【目指す将来像】

9

10

11 (3)男女共同参画の視点に立った地域活動の促進

12 【現状と課題】

13 沖縄には優れた文化がたくさんあり、本町においても綱引き、エイサー、などをはじめとする

14 伝統と文化に恵まれた町です。祭りや伝統文化の中には、旗頭、獅子舞、綱引きなどでは、男性

15 が担うものという風習があり、女性が参加できないなど、地域における「男性社会」の傾向が見

16 られます。

17 令和３年度<2021 年度>に行った町民意識調査では、男女の地位の平等感について、「社会通念・

18 慣習・しきたりなど」で男性優遇を感じるという割合が 73.9％(平成 23 年(2011 年)調査時 64％)

19 と非常に高く、また「地域活動・社会活動の場」では 42.5％(平成 23 年(2011 年)調査時 37.6％)

20 が男性優遇を感じています。この結果は 10 年前の調査時より上昇しており、地域社会における

21 男女平等の推進が必要となっています。

22 本町においては、男女共同参画週間でのパネル展を開催し、社会制度や慣行(社会通念・習慣・

23 しきたり)についての見直しとその意識づくりのための広報・啓発活動を行っています。また、女

24 性が主体となった活動の強化を図るべく各女性団体が連携し、交流できる機会を確保してきまし

25 た。防災分野においては、女性の視点を踏まえた避難所の在り方検討も必要であり、女性の意見

26 を災害・防災対策に取り入れながら地域防災に取り組むことも大切です。

27 活力ある地域社会を築くためにも、社会通念・慣習での男性優位を見直すきっかけづくりをし

28 ていくとともに、すべての人が同じ立場で共に地域社会に参画し、協働で支え合っていける地域

29 社会づくりが必要です。

30 【基本的な考え方】

31 地域活動を行う上で、誰もが地域参加でき、多様な考え方が地域づくりに活かされていくよう

32 に図るとともに、地域における社会通念や慣行について、男女共同参画の視点でより望ましい方

33 向へ見直しを行うなど、偏りがなくみんなの意見ややりたいことを自由に言い、自由に参加する

34 ことで地域の活性化や活動強化につながっていくように図ります。

「(2)女性のエンパワーメントに対する支援の充実」で目指す将来像

●女性の潜在能力を引き出し、発揮させることを支援し、女性があらゆる分野で

活動し、社会や事業所の発展により多く関わっていくまち
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1 また、地域防災においても、男女共同参画の視点で多様な声を聞き、災害時の避難や被災後の

2 生活等について考えていくように図ります。

3

4 【具体施策】

5

6 【家庭・地域・職場に期待する役割】

7 ○家庭では：

8 ・男女を問わず、自治会活動等の地域活動に積極的に参加しましょう。

9 ・伝統芸能などで興味のあるものには、誰もが積極的に参加しましょう。

10 ○地域では：

11 ・自治会活動や、防犯・防災など様々な地域活動への女性の参画を促しましょう。

12 ・男女で分けられている役割・慣習が地域の中にないか検証し、皆で改善に向けて話し合うな

13 ど見直しを行いましょう。

14 ・伝統芸能においては、これまでの男性偏重の慣行を見直し、性別で分け隔てることなく、誰

15 もが参加できるようにしましょう。

16

17 【目指す将来像】

具体的な施策 施策の内容 担当課

①町民の自治会

活動等への参

加促進

男女がともに参加し、多様な考え方が地域づくりに活かされ

るよう、各種広報や各種講座等を行い、自治会活動や環境・防

犯・防災など様々な地域活動への町民の参画を促進します。

総務課

企画財政課

住民環境課

保健福祉課

教育総務課

生涯学習文化課

②社会制度・慣行

の見直しと意

識づくり

家庭、職場、地域社会などにおける社会制度や慣行(社会通

念・習慣・しきたり)について、男女が社会の一員として対等

な立場で意思決定をし、自らの責任を果たせるようにしてい

くなど、意識の啓発を図ります。

企画財政課

③伝統芸能等に

おける男女共

同参画への理

解促進

伝統的な性別意識・習慣のある伝統文化・芸能について、男性

のみに偏らず、希望する人が参加できるように促すなど、時代

にあった伝統芸能の保存と継承について理解促進を図りま

す。

生涯学習文化課

④防災の分野に

関する意見の

反映や女性委

員の登用

町の地域防災計画や災害時の避難や被災後の生活での様々な

問題を解決するために、女性やその他多様な方々の視点を取

り入れたり、防災会議の委員などに登用を図ります。

総務課

⑤第三次南風原

町男女共同参

画計画～まじ

ゅんプラン～

推進に向けた

町民組織の育

成支援・連携体

制の充実

地域や職域等で男女共同参画や、人権問題等に関する調査、研

究などの取組みを行う団体の育成を支援し、連携体制の充実

を図ります。

企画財政課
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1

「(3)男女共同参画の視点に立った地域活動の促進」で目指す将来像

●地域に残るこれまでの慣行を見直しながら、すべての人が、参加したい行事や

伝統芸能、防犯、防災、見守り活動などに自由に参加し、つながりを持って地

域活動するまち
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1 方針３．多様性を尊重し、すべての人が共に安心して暮らすための支援充実

2 (1)ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶

3 【現状と課題】

4 男女共同参画社会の実現においては、人々の人権尊重の上に成り立つものであり、ＤＶ(ドメス

5 ティック・バイオレンス)やセクシャル・ハラスメント、性犯罪などの暴力は、明らかに人権を侵

6 害するものであります。また、ＤＶは、子どもが暴力を目にすることで、子どもへの精神的虐待

7 にもなるほか、ＤＶのある家庭では子どもへの暴力も見られます。

8 令和３年度<2021 年度>の町民意識調査では、ＤＶ被害者について、「身近に当事者がいる」や

9 「家族や知人から相談されたことがある」という回答が 5％程度あります。ＤＶを見聞きした際

10 には、被害者をかくまったり、相談機関を紹介したという声があるものの、「何もできなかった」

11 という回答が 27.4％あります。また、回答者本人がＤＶを受けた経験を見ると、「暴言を受けた」

12 が 21.3％、「身体に対する暴力を受けた」が 13.0％であるほか、男性に比べて女性の方が高くな

13 っています。暴力を受けた際の相談状況を見ると、どこにも相談しなかったという回答が 44.1％

14 を占めており、相談しなかった理由としては、「相談するほどではなかった」や「自分も悪いとこ

15 ろがあった」をあげる声が非常に高いが、中には「恥ずかしくて誰にも言えなかった」、「相談し

16 ても無駄だと思った」、「自分が我慢すればやっていけると思った」という回答がそれぞれ 20％弱

17 あります。ＤＶについて悩み、つらい思いを抱え込まずに済むように、専門相談の窓口が周知さ

18 れるとともに、どんなことでも気軽に相談できる場、プライバシーが守られる場、親身になって

19 寄り添う場であり、相談者を“受け止める場”であることが必要です。

20 また、調査結果の中には、女性だけではなく、男性へのＤＶや専用相談窓口など、男性の視点

21 での取り組みも必要であるという声が見られました。

22 本町では、男女共同参画週間において、身体的・精神的・性的暴力などＤＶについてのポスタ

23 ー展示を行い、ＤＶ防止のための啓発・広報を行っているほか、町ホームページに相談窓口一覧

24 を掲載し、ＤＶや性的暴力の防止と被害者のための相談窓口についての情報提供を行っています。

25 今後は、町公式のＬＩＮＥへの掲載の仕方など、利用したい人がすぐに検索できるような方法も

26 検討が必要です。

27 また、高齢者、障がい者、児童への虐待防止と虐待の早期発見・早期の対策を講じるため、町

28 民への虐待に関する知識の普及啓発や関係機関との連携ネットワークを構築しています。児童虐

29 待については、家庭でのＤＶが関係していることもあるため、こども課内にＤＶに関する相談窓

30 口を設置しています。

31 学校においては、全児童生徒へ児童虐待の相談窓口等(電話１８９)のチラシを配布し、窓口の

32 周知に努めています。要保護児童等対策地域協議会を設置し、関係機関との連携体制のもと、虐

33 待の早期発見・対応に努めています。

34

35 【基本的な考え方】

36 ＤＶや、恋人間に起こるデートＤＶなどの予防、虐待も含めたあらゆる暴力の根絶を図るため

37 に、身体的・精神的・性的暴力などについての情報、相談窓口の周知を行います。また、要保護

38 児童等対策地域協議会を通じて、関係各課や関係機関との連携を強化し、ＤＶや虐待の予防とケ

39 ースに対する早期対応を図ります。
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1 被害者保護やプライバシーの観点では、保護が必要な人を一時保護施設(シェルター)につない

2 だり、被害者の住所を探索することを防止する措置を講じる等を行っていきます。

3

4 【具体施策】

5

6

具体的な施策 施策の内容 担当課

①ＤＶ・虐待等に

関する情報の

周知広報充実

配偶者や恋人等からの暴力を根絶するため、ＤＶ防止法の周

知徹底を図るとともに、ポスター等各種広報媒体を活用し、身

体的・精神的・性的暴力などの様々なケースがＤＶに該当する

ことを周知します。また、関係各課との連携のもと、高齢者虐

待防止法や障害者虐待防止法等の周知と合わせ、あらゆる暴

力・性犯罪等の根絶に向けた効果的な周知活動を展開します。

周知広報は、地域全体に対するもののほか、幼稚園、保育所、

学校等といった、子どもに関連する関係機関へも行います。

企画財政課

こども課

保健福祉課

学校教育課

②ＤＶ・虐待等に

対する相談窓

口の周知及び

充実

ＤＶやあらゆる性的暴力の防止と被害者の保護を図るため、

沖縄県女性相談所や南部配偶者暴力相談支援センター等、Ｄ

Ｖについての関係機関相談窓口の周知を行います。また、男性

が抱えるＤＶや生き方等の悩みについては、(財)おきなわ女

性財団が実施する「男性相談」の周知を図り対応します。

なお、役場内においては、女性相談員の増員を図るなど、プラ

イバシーに配慮した相談窓口の充実を図ります。学校におい

ても、児童虐待の相談先の周知を行います。

企画財政課

こども課

学校教育課

③保育、教育関係

者へのＤＶ・虐

待等に関する

研修機会等の

確保

保育士や教職員等、乳幼児や児童生徒等の関係者に対し、ＤＶ

や虐待防止の研修機会等を設け、意識の向上を図ります。

こども課

学校教育課

④要保護児童等

対策地域協議

会の充実

ＤＶや各種虐待の防止、被害者への適切な対応に向け、要保護

児童等対策地域協議会の強化を図るため、協議会の定期的な

開催、各関係課や関係機関との連携を強化し、様々な事例に迅

速対応を図ります。

企画財政課

こども課

保健福祉課

学校教育課

⑤一時保護施設

(シェルター)

へのつなぎ支

援

沖縄県女性相談所との連携・調整を行う間、保護が必要な人を

一時保護施設(シェルター)につなぎ、利用が必要な人への対

応を行います。

企画財政課

こども課

⑥住民基本台帳

事務等におけ

る被害者保護

支援措置の実

施

ＤＶ及び虐待加害者が住民票の写し等を不当に請求し、被害

者の住所を探索することを防止するため、被害者からの申し

出により支援借置を講じます。

住民環境課
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1 【家庭・地域・職場に期待する役割】

2 ○家庭では：

3 ・ＤＶや虐待に関する相談窓口を知り、必要な時には早めに相談しましょう。

4 ・ＤＶ等、身の回りで起こっている人権侵害や暴力等に対しては、見逃すことなく通報するな

5 ど、適切に対応しましょう。

6 ○地域では：

7 ・隣近所で子ども、障がい者、高齢者などの虐待が心配される時には、すぐ通報するなど、虐

8 待の予防や早期発見を意識して行動しましょう。

9 ・ＤＶに悩んでいる人などがいた場合、相談に応じたり、相談窓口を紹介しましょう。また、

10 ＤＶ被害者を発見した場合は警察などに通報しましょう。

11

12 【目指す将来像】

13

14

15 (2)生涯にわたる健康づくりへの支援

16 【現状と課題】

17 すべての人が安心して暮らすために、健康であることが一番の願いであり、生涯を通じた健康

18 支援が求められています。特に、女性では、妊娠・出産とそれに伴う健康上の様々な問題に直面

19 したり、婦人がん等の女性特有の病気もあります。平成６年<1994 年>にカイロで開催された国際

20 人口開発会議においては、性と生殖の健康・権利(リプロダクティブ・ヘルス／ライツ)が提唱さ

21 れ、すべての人々が身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることが求められました。

22 また、ＳＤＧｓにおいては、目標の３番目に「すべての人に健康と福祉を」が掲げられており、

23 あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進するとされています。

24 本町では、母子保健事業、健診、特定健診、がん検診、婦人がん検診等を実施するとともに、

25 健診の重要性の啓発及び受診勧奨を行っています。令和２年度<2020 年度>は新型コロナウイルス

26 感染症の影響で一部予定を変更したものの、オンラインでの両親学級開催など、ＩＣＴを活用し

27 ながら事業実施しているものもあります。健診においては、若い世代の受診率向上を図ることが

28 課題となっています。また、母子保健においては、子育て世代包括支援センターを設置し、妊産

29 婦と子どもの健康等について、妊娠期からの切れ目のない支援を行う体制づくりを行っています。

30

31

32

33 【基本的な考え方】

「(1)ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶」で目指す将来像

●すべての人がＤＶや虐待を見逃さず、予防や早期発見が迅速に行われるととも

に、相談から支援までの体制が構築されているまち

●あらゆる暴力が根絶され、すべての人が安心して暮らすまち
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1 男女が生涯にわたり健康的な生活を送る事ができるよう、性教育や思春期教育をはじめ、様々

2 なライフサイクルの中で健康づくり支援を図ります。

3

4 すべての人が生涯にわたって心身共に健康に過ごせるよう、母子保健事業から住民健診、がん

5 検診をはじめとした保健事業について、ライフステージ別の状況を踏まえて実施するとともに、

6 若い世代の健診受診率向上に努めます。

7 妊産婦や子どもについては、妊娠期からの切れ目のない支援を行い、母子の健康保持・増進や

8 子育て不安の解消等を図ります。また、女性については女性特有の病気もあるため、婦人がん検

9 診の実施など支援を行います。

10 さらに、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)について広報・啓発

11 を図ります。

12

13 【具体施策】

14

15 【家庭・地域・職場に期待する役割】

16 ○家庭では：

17 ・各種健診を必ず受けるようにしましょう。

18 ・妊娠出産期から子育て期においては、町の各種母子保健の取り組みを受けるとともに、気に

19 なることは相談して不安や悩みの解決をしていきましょう。

20 ・リプロダクティブ・ヘルス／ライツの理念について学ぶとともに、いつ何人子どもを産むか、

21 あるいは産まないかを夫婦で話し合いましょう。

22 ○地域では：

23 ・地域から健診受診の呼びかけを行うとともに、健康づくりのための取り組みを行いましょう。

24 ○職場では：

25 ・従業員の健診受診を徹底するとともに、健康づくりのため、スポーツ大会やレクリエーショ

具体的な施策 施策の内容 担当課

①住民健診・がん

検診の充実

すべての人が生涯にわたって心身共に健康に過ごせるよう、

住民健診やがん検診などの保健事業を充実します。特に、女性

については、妊娠・出産期の健康管理をはじめ、婦人がん検診

の実施及び特定の年齢に達した女性に対する子宮頸がん・乳

がん検診の受診啓発を継続するなど性差に応じた支援を図り

ます。

また、住民健診や婦人がん検診などの重要性について若い世

代への周知をさらに行い、受診率向上を目指します。

国保年金課

②リプロダクテ

ィブ・ヘルス／

ライツの意識

啓発

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と

権利)の理念について普及を図るため、情報提供を行います。

国保年金課

③妊娠期からの

切れ目のない

支援の推進

妊娠初期から子育て期において、それぞれの段階に応じた相

談支援を行う「子育て世代包括支援センター」を中心に、妊娠

期からの切れ目のない支援を行い、親子健康手帳発行時の保

健指導、栄養指導をはじめ、妊娠出産に関する健康相談、産後

ケア、保健指導、栄養指導等、母子保健サービスを推進します。

こども課

国保年金課
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1 ン等の運動する機会を設けましょう。

2

3 【目指す将来像】

4

5

6 (3)多様性を尊重し、すべての人が安心して暮らせる環境の整備

7 【現状と課題】

8 地域社会においては、性別や年齢のほか、国籍、障害の有無、要介護状態の有無、認知症状の

9 有無、家族形態など、様々な属性の方々が共に暮らしており、“属性”を超えて互いに認めあい、

10 支え合いながら、私たちは日常生活を営んでいます。このような「多様性社会(ダイバーシティ)」

11 は、人種・性別・年齢などに一切関係なく、すべての人々が自分の能力を活かしていきいきと社

12 会参加したり、また安心して地域で暮らしていける社会のことですが、高齢者、障がい者、外国

13 人等は、介護・介助が必要であったり、言葉や文化が違い理解できなかったりと、支援を必要と

14 している場合もあります。特に女性においては、支援が必要な上に、女性であることにより、さ

15 らに複合的に困難な状況に置かれている場合があり、防災、防犯、健康支援、生活支援、就労な

16 どにおいて、性別の観点も考慮した配慮が必要です。

17 令和３年度<2021 年度>に実施した町民意識調査では、「多様性社会(ダイバーシティ)」という

18 言葉の周知度は 33.5％であり、用語だけではなく内容も知っているという回答は 10.1％にとど

19 まっています。

20 本町の各種事業・施策においても、「多様性社会」の認識を念頭に置きながら、すべての人が住

21 みやすいと感じられ、また性別の観点も考慮した事業実施が必要です。

22

23 【基本的な考え方】

24 すべての人が、多様性社会の中で互いを認めあい、支え合うことで、安心して暮らしていける

25 本町となるように、各種支援やサービス提供を充実するほか、女性であることによる複合的な困

26 難を解消できるように、配慮していきます。

27

28

「(2)生涯にわたる健康づくりへの支援」で目指す将来像

●すべての人に健診等の保健事業が提供され、すべての人が健康的な生活を確保

するとともに、妊娠出産から子育て期に至る切れ目のない支援を受け、健康で

安心して子育てをできるまち
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1 【具体施策】

2

3 【家庭・地域・職場に期待する役割】

4 ○家庭では：

5 ・高齢者、障がい者などが家庭や身近にいる時には、その方の状況を理解し、手助けをしたり、

6 必要な支援を利用したり、利用を促しましょう。

7 ・女性にしかわからない困難なことを意識して、高齢者、障がい者などが困っていると思われ

8 ることについて、気にかけてあげましょう。

9 ○地域では：

10 ・地域の中で、多様性について理解し、互いを認めあいながら共に地域活動を行いましょう。

11 ・障がいや認知症状などについて理解し、困っている人がいる時には相談に乗ったり、必要な

12 支援につなぐなど支え合いを意識しましょう。

13 ・女性にしかわからない困難なことを意識して、高齢者、障がい者などが困っていると思われ

14 ることについて、気にかけてあげましょう。

15 ○職場では：

16 ・多様な人が働きやすい職場環境、相談しやすい環境、職員間で理解し合える環境づくりに努

17 めましょう。

18

19 【目指す将来像】

具体的な施策 施策の内容 担当課

①高齢者が安心

して暮らせる

環境の充実

すべての人が、高齢になっても介護を必要とせず、生きがいを

持って暮らせるよう、生きがい活動の機会の確保や参加促進、

介護予防事業の充実を推進します。特に 90 歳以上になると男

女比で女性の占める割合が圧倒的に高く、認知症や介護が必

要な割合も高まることから、女性が後期高齢者(75 歳以上)に

なる前からの健康づくり・介護予防の推進を図ります。また、

男性においては、介護予防等の生きがい活動への参加率が女

性より低いことから、活動参加促進を図ります。

また、高齢者への就労支援として高齢者に対する就労機会の

拡大を事業所へ啓発するなど、定年を迎えても働きたいとい

う方への働く環境の整備を図ります。

保健福祉課

産業振興課

②障がい者が安

心して暮らせ

る環境の充実

障がいを理由とする差別の解消の観点から、すべての人が、障

がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に尊重し

合い、共に生きる地域づくりを推進します。

障がい者が地域で安心して暮らすために、障害福祉サービス

の充実、就労機会の確保、地域での障がいの理解、自立生活や

意思決定支援等を推進します。

また、障がい者の性別、年齢、障がいの特性及び生活実態等に

応じ、個別的な支援の必要性を踏まえたきめ細かい支援を図

ります。

保健福祉課

「(3)多様性を尊重し、すべての人が安心して暮らせる環境の整備」で目指す将来像

●すべての人が、多様性社会の中で互いを認めあい、安心して暮らせるまち



32

1

2

3 (4)生活上の困難に直面するすべての人への支援

4 【現状と課題】

5 近年は生活保護受給者数の増加や制度のはざまで貧困生活を送る生活困窮世帯の増加が社会

6 問題となっています。また、沖縄県ではひとり親家庭が多く、特に母子家庭は、母親の就労によ

7 る収入が男性より低い状況もあり、生活困窮に陥りやすいという課題もあります。

8 このような中で、平成 27 年<2015 年>４月から施行された「生活困窮者自立支援制度」は、生

9 活困窮者が自立生活を送れるように相談支援から就労へのつなぎや斡旋など、一人ひとりの状況

10 に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携

11 して、解決に向けた支援を行うものです。

12 本町においては、生活資金の貸し付けや就労の準備支援などにより、対象者の自立支援を図っ

13 ています。

14 ひとり親家庭については医療費の一部を助成し母子父子家庭等の生活の安定と自立を支援し

15 ています。また、母子家庭等就業・自立支援センターなどの関係機関等とも連携し、就労支援等

16 を行っています。

17 また、沖縄県は子どもの貧困率が全国で一番高く、子どもの貧困対策を重視していますが、最

18 近はヤングケアラーも社会問題となり、子どもの孤立対策も重要となっています。

19 本町では生活困窮世帯の孤立対策を率先して行っており、子どもの居場所事業を実施し孤立し

20 ている子ども達やその世帯の支援を行っているほか、助産師と連携した若年妊産婦支援・若年妊

21 婦の居場所事業を行い、子どもや保護者の気持ちに寄り添った支援を行っています。

22

23 【基本的な考え方】

24 生活困窮世帯の自立支援を図るため、生活困窮世帯への自立相談支援や就労準備支援等を行い

25 ます。また、ひとり親家庭の自立に向けた生活就労支援や相談事業などの支援策を行います。

26 子どもの孤立対策である居場所事業、若年妊産婦への支援により、人とのつながり、社会とつ

27 ながる機会を作りながら寄り添い支援を行います。さらに、自立を目指す若者の自立支援に努め

28 ます。

29

30 【具体施策】

具体的な施策 施策の内容 担当課

①生活困窮世帯

への自立支援

生活困窮世帯の自立支援を図るため、生活困窮世帯への自立

相談支援や就労準備支援などについて、パーソナルサポート

センター南部と連携を取りながら進めます。

こども課

②ひとり親家庭

への支援・自立

の促進

母子父子家庭医療費助成事業の継続実施により、ひとり親家

庭の負担軽減を図ります。また、母子家庭等就業・自立支援セ

ンターなどの関係機関等との連携のもと、自立に向けた生活

就労支援や相談事業などの支援策の実施を図ります。

こども課

③子どもの孤立

(貧困)の防止

に向けた支援

教育委員会を含む各関係機関と連携し、子どもの居場所事業

により孤立している子ども達やその世帯の支援を行います。

こども課
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1

2 【家庭・地域・職場に期待する役割】

3 ○家庭では：

4 ・隣近所のひとり親世帯や生活困窮世帯で困りごとを抱えている場合、相談先につなぐなど、

5 気にかけましょう。

6 ・子どもの孤立対策で町が行っている支援(食事支援や学習支援)に参加できるときは参加して

7 みましょう。

8 ○地域では：

9 ・地域のひとり親世帯や生活困窮世帯の把握に努め、見守りなど気にかけたり、困りごとを抱

10 えている場合は相談先や必要な支援へのつなぎを行いましょう。

11 ・子どもの孤立対策として食事支援や学習支援を行ってみるなど、地域での孤立防止に努めま

12 しょう。

13 ○職場では：

14 ・ひとり親世帯が職場で働き、子育てと両立できるように職場環境を整えましょう。

15 ・若者などが就労意欲を持って仕事に臨めるように、自立支援の観点から見守りが必要な時は

16 気にかけましょう。

17

18 【目指す将来像】

19

20

21

具体的な施策 施策の内容 担当課

の充実

④若年妊婦に対

する支援の充

実

保健師や助産師と連携しながら、若年妊産婦への専門的な助

言・指導による産前からの切れ目のない支援を行うとともに、

生活困窮世帯の若年妊産婦に対して、安全安心な居場所を提

供し、人とつながり、社会とつながる機会を作りながら寄り添

い支援を行います。

こども課

国保年金課

⑤若年期の自立

支援に向けた

周知・広報

働く自信がないなどの悩みを持つ若者の自立支援を図るた

め、支援プログラムの作成や社会的自立・経済的自立の支援を

行う「地域若者サポートステーション」の紹介を行います。

産業振興課

「(4)生活上の困難に直面するすべての人への支援」で目指す将来像

●生活上の困難に直面している町民が、法制度や地域の見守り・寄り添い・支え

合いなどを受け、自立した生活を送れるまち
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1 方針４．家庭生活と職場における男女共同参画の推進

2 (1)ワーク・ライフ・バランスと家庭生活における男女共同参画の推進

3 【現状と課題】

4 女性の社会進出、女性の社会での活躍を推進する上では、男女共同参画の視点で、仕事と家庭

5 の調和を図ることが重要であり、女性の社会参加とともに、男性の家事・育児への参画も必要で

6 す。世界と比べ、日本では男性が家事・育児にかかわる時間が低くなっています。近年は家庭生

7 活を大事にする男性が増えてきましたが、それでも家事育児は女性が中心という状況が続いてい

8 ます。これは、日本における「男は仕事、女は家庭」という考え方が今も残っていることが要因

9 の一つに挙げられますが、就労において男性の長時間労働がなかなか改善されない環境も一因と

10 なっており、「男性の働き方改革」も、女性の活躍と併せて進めていく必要があります。

11 さらに、仕事と家庭の調和のためには、育児や介護を支援する制度の導入や職場の理解なども

12 必要です。

13 令和３年度<2021 年度>に行った町民意識調査では、男女の平等観を見ると、学校教育の場では

14 男女平等と感じている割合が 50％を占める一方、職場では 33.7％、家庭では 30.5％と低くなっ

15 ています。また、家庭での男女の役割分担については、男女ともに「必要に応じて男性も家事を

16 行った方が良い」が 47.0％、「男女は家庭でも平等に役割分担をする方がよい」が 46.0％であり、

17 社会生活を始めると、職場や家庭では学校教育の場と比べて男女共同参画が薄れた社会構造とな

18 っており職場や家庭における理解と行動が進まなければ女性の活躍も達成されず、たとえ数字的

19 に達成されたとしても、実際はワーク・ライフ・バランスが崩れた状態で「なんとかして」両立

20 しているという、ひずみの中の達成でしかありません。

21 本町では、男女共同参画週間において、パネル展を開催し、ワーク・ライフ・バランスについ

22 ての広報・啓発活動を行っています。また、保育所での通常保育をはじめ多様な保育サービス、

23 幼稚園での預かり保育、学童クラブの充実、認可外保育施設への支援等に努め、共働き家庭を中

24 心とした仕事と家庭の調和のために寄与しています。さらに、男性の料理教室等を行い、家事へ

25 の男性の参加を促す取り組みにも努めています。

26

27 【基本的な考え方】

28 仕事と家庭の調和(ワーク・ライフ・バランス)が保たれるよう、男女ともに働き方の見直しに

29 ついて啓発を図ります。また、仕事と子育ての両立が容易となるように、子育てや介護を支援す

30 る施設や多様なサービスの提供体制を充実します。

31 また、育児や介護への男性の介護参加を促進し、男女が共に育児や介護を担っていくように働

32 きかけます。

33 教育の分野で取り組んでいる「家庭の日」や「家庭学級」の普及啓発とともに、家庭で家族が

34 共に過ごす時間の確保及び父親の参加促進を図ります。

35

36
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1 【具体施策】

2

3 【家庭・地域・職場に期待する役割】

4 ○家庭では：

5 ・仕事と家庭のワーク・ライフ・バランスの取れた働き方・家庭のあり方を夫婦で共に考えて

6 みましょう。

7 ・家事や育児、介護を夫婦で共に行い、お互いの負担が軽減されるようにしましょう。

8 ○地域では：

9 ・地域でもワーク・ライフ・バランスについて考え、地域活動と仕事や家庭生活がバランスの

10 取れたものとなるように努めましょう。

11 ・地域の子育て家庭を支援するため、ファミリーサポートセンターのサポート会員への参画や、

12 地域ぐるみによる子育て支援に努めましょう。

13

具体的な施策 施策の内容 担当課

①仕事と家庭の

両立支援と働

き方の見直し

男女共同参画週間に「町民ホール」や「南風原ギャラリー」で

ワーク・ライフ・バランスについてのパネルを展示し、仕事と

家庭の調和(ワーク・ライフ・バランス)が保たれるよう、男女

ともに働き方の見直しについて啓発を図ります。

企画財政課

②子育て支援の

充実

仕事と子育ての両立や、子育てが安心してできる環境を整備

するため、病児・病後児保育等の多様な保育サービス、幼稚園

での預かり保育、学童クラブの充実、認可外保育施設への支援

等を図ります。また、子育て支援センターの周知に努め、地域

への子育て支援を図るとともに、男性の参加促進を働きかけ

ます。

こども課

③介護サービス

等の充実

仕事と介護の両立や、介護負担を軽減できる環境を整備する

ため、介護サービスの充実を図るとともに、地域で高齢者や障

がい者を支援するボランティア等の育成・支援を図ります。

また、家族等の介護は女性が行っている割合が比較的高い傾

向にありますが、男性の介護参加を促進し、男女が共に介護を

担っていくように働きかけます。

保健福祉課

④男性に向けた

各種研修会、講

座等の開催

男性を対象とした料理教室や講座等の実施により家事能力の

向上を図り、男性の育児や家事への積極的に取り組むことを

啓発することで、家事・育児を男女で分担するきっかけ作りを

支援します。

生涯学習文化課

⑤マタニティ教

室や両親学級

等への父親の

参加促進

マタニティ教室や両親学級への父親の積極的な参加を促し、

出産から育児について両親でともに分かち合い、支えあって

いけるように努めます。

国保年金課

⑥｢家庭の日｣の

普及・啓発

各家庭でともに過ごす時間を持つように心がけることを推進

するため、「家庭の日」(毎月第３日曜日)の普及運動の周知や、

児童生徒に対し絵画・ポスターコンクールへの応募を働きか

けます。

生涯学習文化課

学校教育課

⑦家庭学級の推

進

各小・中学校ＰＴＡが中心となり開催する「家庭教育学級」に

父親も参加できるよう環境づくりに努めます。併せて、男女共

同参画をテーマにした学習機会の創出も働きかけます。

生涯学習文化課
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1 ○職場では：

2 ・一人ひとりのワーク・ライフ・バランスの実現を意識し、仕事とその他の生活を両立できる

3 就業形態となるよう、労働条件・環境整備の向上に努めましょう。

4

5 【目指す将来像】

6

7

8 (2)職場における男女平等の実現

9 【現状と課題】

10 職場においては、管理職に男性が多いほか、賃金や役職等の面で男女の差がいまだに見られる

11 状況にあります。これには、女性の活躍の推進とともに、男性の働き方改革の推進も不可欠であ

12 り、さらに育児や介護の担い手が女性に偏っていることも関係しています。

13 令和３年度<2021 年度>に行った町民意識調査では、職場における男女の差として、「賃金・昇

14 進・昇格」や「人事配置」を挙げる声が比較的高くなっています。また、女性が仕事を持つこと

15 についての考え方をたずねたところ、「結婚、出産に関わらず、ずっと仕事を持っている方がよい」

16 という回答が 60.2％と大半を占めています。女性が仕事を辞めずに働き続けるために必要なこと

17 としては、「労働時間の短縮や休日の増加など働きやすい労働条件」を挙げる声が 55.0％でとて

18 も高くなっているほか、「育児・介護休業制度」も 36.8％で高くなっています。

19 本町では、役場及び商工会の協力を得て、チラシ・パンフレット等による職場における男女共

20 同の周知広報と理解啓発、各種ハラスメントの周知を行っています。広報については、町内事業

21 所にしっかりといきわたるように、新しい発信方法、情報の共有方法についても検討する必要が

22 あります。

23 また、働く女性の妊娠出産、育児及び介護について、職場で配慮を行うように理解を図るほか、

24 就労環境改善を町内事業所に働きかけるなど、一層の強化が必要です。

25

26 【基本的な考え方】

27 雇用や待遇において、男女が等しく適切な評価を受けられるよう、男女雇用機会均等法等の普

28 及・啓発を図るとともに、職場において育児や介護を支援する就労環境づくり、父親の育児参加・

29 働き方の見直しについて、啓発を図ります。

30 また、経済的な支援やキャリア教育等により、貧困など生活上の困難に直面する男女への支援

31 を図ります。

32

33

「(1)ワーク・ライフ・バランスと家庭生活における男女共同参画の推進」で目指す将来像

●ワーク・ライフ・バランスが浸透し、家庭生活と仕事の調和がとれ、ゆとりあ

る暮らしができるまち
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1 【具体施策】

2

3 【家庭・地域・職場に期待する役割】

4 ○家庭では：

5 ・男性も可能な限り育児休業や介護休業の取得を図りましょう。

6 ○職場では：

7 ・男女を問わず育児休業や介護休業を取得しやすい環境づくりに努めましょう。

8 ・従業員一人ひとりの生活状況にも目を向け、育児、介護、ひとり親など、生活を支える視点

9 でも就労環境を合わせていけるような、柔軟な就労環境づくりに努めましょう。

10 ・セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントのない職場環境づくりに取り組みましょ

具体的な施策 施策の内容 担当課

①男女の均等な

雇用機会等の

確保

職場において、採用・昇進・配置・研修等で、性別によって不

利な扱いを受けることがないよう、事業所等への男女雇用機

会均等法の普及・啓発を行います。また、パートタイム労働者、

契約社員、派遣社員等の適切な処遇・労働条件の改善に向け

て、「パートタイム有期雇用労働法」(令和２年<2020 年>４月

より施行)の普及・啓発を図ります。また、厚生労働省の「ポ

ータルサイト」を活用した情報提供を行います。

総務課

企画財政課

産業振興課

②各種ハラスメ

ント対策の周

知

誰もが働きやすい職場環境としていくため、事業主に対し、職

場の各種ハラスメント対策として雇用管理上講ずべき措置の

周知を行い、認識の向上や適切な対処体制の構築等を促進し

ます。

総務課

産業振興課

③働く女性への

妊娠中・出産後

の配慮

女性労働者が妊娠中・出産後において健康で働きやすい職場

づくりをめざすとともに、妊娠・出産を理由とする不利益な扱

いを受けないよう、啓発を行います。

総務課

産業振興課

④育児・介護を支

える職場環境

の整備

仕事と家庭生活の両立に向けて、事業所に対し育児休業制度

や介護休業制度の導入を働きかけるとともに、男女ともに育

児休業・介護休業等が取得しやすい環境づくりを促進します。

総務課

産業振興課

⑤就労環境改善

の啓発

就業環境の改善を図るため、労働時間等設定改善法、最低賃金

等について町内事業所への広報・啓発を行います。

厚生労働省のイクメンプロジェクトサイトについて周知を図

るなど、職場における父親の働き方の見直し、育児参加に関す

る啓発を行います。

また、仕事と家庭の調和について事業所への啓発を行います。

産業振興課

⑥女性の再就職

支援に向けた

情報提供

出産や子育てから手が離れた後の女性の雇用について、関係

機関との連携のもと、就職情報や講座に関する情報提供等を

図ります。

企画財政課

産業振興課

⑦厚生労働省の

｢ポータルサイ

ト｣へ登録

厚生労働省の「ポータルサイト」へ登録し、随時、情報が取得

できる体制をつくり、広く町民へ情報提供を行います。

産業振興課

⑧働く男女の健

康管理対策の

実施

長時間労働の抑制によるメンタルヘルスの確保や職場におけ

る健康管理を進めるとともに、事業所等への啓発を図ります。

総務課

産業振興課

⑨家族従業者へ

の支援

農業などにおいて女性が対等なパートナーとして経営等に参

画できるよう家族経営協定の確立の普及を、関係機関と連携

して普及・促進します。

産業振興課
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1 う。併せて、相談体制づくりに取り組みましょう。

2

3 【目指す将来像】

4

5

「(2)職場における男女平等の実現」で目指す将来像

●職場での男女平等が実現し、すべての人が不安なく、意欲をもって就労できる

まち
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1 Ⅲ．推進体制

2 男女共同参画社会の実現は、本町のまちづくりを進める上で非常に大切なものです。

3 そのため、本計画で位置づけた考え方を踏まえながら広範多岐にわたる施策を総合的かつ計

4 画的に推進することが必要です。

5 施策の推進のためには、町、町民、事業者がそれぞれの立場から主体的に取り組んでいくとと

6 もに、互いに連携・協力しながら展開していくことが重要です。

7 計画の推進にあたっては、以下の体制を構築し、計画の実効性の確保を図ります。

8

9

10 １．町民との連携

11 男女共同参画社会の主体は町民であることから、行政機関のみならず、町民一人ひとりの意

12 識改革や行動、事業者の自主的な取り組みなどが必要となります。そのため、地域や職域等で

13 男女共同参画や人権問題等に関する調査、研究などの取組みを行う団体の育成を支援し、町民

14 との協働により各施策の推進を図ります。

15 また、町民及び事業者の責務を明らかにし、協働により男女共同参画社会を実現していくた

16 めにも、令和３年度<2021 年度>制定の「南風原町男女共同参画推進条例」について広報・啓発

17 を行い、町と町民が一体となって男女共同参画を推進するように図ります。

18

19

20 ２．男女共同参画推進会議との連携

21 計画の推進にあたっては、町民等の声を聞き、本町の地域性や町民意識の現状及び意向を反

22 映した施策の展開が重要です。本町においては、南風原町男女共同参画推進会議設置条例に基

23 づき「南風原町男女共同参画推進会議」を設置しています。今後とも「南風原町男女共同参画

24 推進会議」を中心に、毎年度、進捗状況を的確に把握し、点検・評価していくとともに、施策・

25 事業の実施状況を踏まえ、より効果的な取り組み方策の検討を行います。

26

27

28 ３．庁内推進体制の充実・強化

29 本計画を推進するためには、町長以下庁内の職員全てが男女共同参画の意識を持つことが必

30 要です。そのため、職員研修をはじめ様々な意識啓発の機会を設け、本計画に位置付けた施策

31 が男女共同参画の視点を持って推進されるようにしていきます。

32 また、町での男女共同参画行政を推進するための体制として設置された「南風原町男女共同

33 参画行政推進本部会議」については、その機能を最大限に発揮していくことができるよう定期

34 的に開催していくとともに、充実・強化を図り施策や事業を効果的に推進します。

35

36
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1 ４．関係機関等との連携強化

2 男女共同参画社会の形成に向け、沖縄県をはじめ、県内市町村、学校など、関係機関等との

3 連携を強化していくことが必要です。学校における男女共同参画や多様性社会に関する教育・

4 学習、町内事業所等でのワーク・ライフ・バランスや男女共同参画の視点での働き方改善、Ｄ

5 Ｖ防止や発生後の早期対応など、様々な分野で多機関連携が必要です。また、沖縄県男女共同

6 参画センター“てぃるる”については、男女共同参画社会の実現に向けた活動拠点として、男

7 女共同参画に関する研修・講座の開催、各種情報の収集・提供、団体等の活動の場の提供、相

8 談機能等を有していることから、本町の男女共同参画を推進する上でも連携強化が必要です。

9 そのため、関係機関等との連携強化や広域的な協力体制のもと、男女共同参画社会の実現に

10 取り組みます。

11

12

13 【推進体制】

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 参考資料編

34

35

男女共同参画推進会議

提言

南風原町男女共同参画行政推進

本部会議

（部長､局長､課長）

南風原町男女共同参画行政

推進本部実務者会議

（課長、班長、主査）

関係機関等

（沖縄県、県内市町

村、学校、事業所

等）

設置、施策の推進

・総合的調整

連携

連携

町 長

会議の運営

会議の運営 連携

協働
企画財政課 町 民
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■ 第三次南風原町男女共同参画計画の施策体系の比較表

現計画 次計画（案）

方針１ 男女共同参画への意識づくり

(1)男女共同参画に関する情報の発信・効果的な広報活動

等の推進

①多様な媒体を通じた広報・啓発活動

②男女共同参画週間等の機会を通じた啓発

③第二次男女共同参画計画の周知

④男女共同参画推進会議の充実

⑤｢まじゅんプラン｣推進に向けた町民組織の育成支援・

連携体制の充実

⑥庁内推進体制の整備

⑦男女共同参画条例の制定

⑧女性問題解決のための国内外の情報の収集・提供

⑨男女共同参画に関する実態の把握

※別章で「計画の推進について」として移動

(2)固定的な役割分担意識の変革

①固定的な性別役割分担を意識させない教育の推進

②学校教育でのジェンダー平等についての学習機会の充実

③男女混合名簿の導入

④主体的な進路選択を支えるキャリア教育の推進

⑤男女平等教育に関する研修の充実

⑥生涯学習における男女共同参画に関する学習機会の充実

方針３(1)⑤へ統合

方針２ 男女が共に健康で安心して暮らすための条件整備

(1)人権意識の高揚及び女性に対する暴力の根絶

①メディア・リテラシー育成講座の開催

②学校教育での人権教育等の推進

③ＤＶ・虐待等に対する情報提供の充実

④ＤＶ・虐待等に対する相談窓口の周知及び充実

⑤要保護児童等対策地域協議会の充実

⑥既存施設を活用したシェルター機能(一時保護所)の確保

⑦住民基本台帳事務等における被害者保護支援措置の実施

方針３(1)へ移動

(2)生涯にわたる健康づくりへの支援

①住民健診・がん検診の充実

②リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識啓発

③母性保護と母子保健の推進

方針３(2)へ移動

④性教育・思春期教育の実施

⑤高齢者の生きがいづくりと介護予防の推進

⑥高齢者の雇用に関する支援

方針３(3)①へ移動

⑦男性が相談しやすい環境づくり及び相談窓口の周知

方針１ 男女共同参画への意識づくり

(1)男女共同参画に関する情報の発信・効果的な広報活動

等の推進

①多様な媒体を通じた広報・啓発活動

②男女共同参画週間等の機会を通じた啓発

③第三次南風原町男女共同参画計画～まじゅんプラン～の周知

④ＳＤＧｓを踏まえたジェンダー等多様性の啓発・理解

⑤ＳＮＳ等を活用した男女共同参画情報誌の発行

⑥男女共同参画「Ｑ＆Ａ」の町ホームページへの掲載

(2)多様性を尊重するための教育・学習機会の充実

①幼児期におけるジェンダー教育の推進

②児童生徒へのジェンダー平等の学習機会・学校生活の推進

③主体的な進路選択を支えるキャリア教育の推進

④保育、教育関係者に対する男女共同参画に関する研修の充実

⑤学校教育での人権教育等の推進

⑥性教育・思春期教育の推進

方針２ 女性の活躍のための方策の推進

(1)政策・意思決定過程への女性の参画拡大

①審議会・委員会など意思決定の場での女性登用率の向上

②役場女性職員の管理職等への登用促進

③民間事業所・団体等に対する女性の管理職登用の啓発実施

現計画の方針４(1)が移動

(2)女性のエンパワーメントに対する支援の充実

①女性リーダーの育成

②女性団体等交流会の実施と連絡協議会の設立支援

③女性のための職業能力開発講座等の周知・広報

④女性起業家への支援

現計画の方針４(2)が移動

⑤ＳＤＧｓを活用した女性のエンパワーメントの推進

(3)男女共同参画の視点に立った地域活動の促進

①町民の自治会活動等への参加促進

②社会制度・慣行の見直しと意識づくり

現計画の方針３(2)が移動

③伝統芸能等における男女共同参画への理解促進

④防災の分野に関する意見の反映や女性委員の登用

現計画の方針４(1)⑤が移動

⑤第三次南風原町男女共同参画計画～まじゅんプラン～推進に

向けた町民組織の育成支援・連携体制の充実

統合

①へ統合

資料２

S00373
四角形
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現計画 次計画（案）

方針３ 家庭・地域・職場における男女共同参画の環境づくり

(1)家庭生活における男女共同参画の推進

①仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し

②子育て支援の充実

③介護サービス等の充実

④ファミリーサポートセンター事業の周知及び利用促進

⑤男性に向けた各種研修会、講座等の開催

⑥マタニティ教室等への父親の参加促進

⑦「家庭の日」の普及・啓発

⑧家庭学級の推進

⑨家族介護支援事業の充実

(2)男女共同参画の視点に立った地域活動の促進

①町民の自治会活動等への参加促進

②社会制度・慣行の見直しと意識づくり

③協働のまちづくりの促進

方針２(3)へ移動

(3)職場における男女平等の実現・生活上の困難に直面す

る男女への支援

①男女の均等な雇用機会等の確保

②各種ハラスメント(セクハラ、パワハラ、マタハラ、パタハラ

等)対策の周知

③働く女性への妊娠中・出産後の配慮

④育児・介護を支える職場環境の整備

⑤父親の働き方の見直し・育児参加等への啓発

⑥就労環境改善の啓発

⑦女性の再就職支援に向けた情報提供

⑧働く男女の健康管理対策の実施

⑨ひとり親家庭への支援・自立の促進

⑩子どもの孤立(貧困)の防止に向けた支援体制の構築

⑪若年期の自立支援に向けたキャリア教育等の充実

⑫家族従業者への支援

方針４ 女性の能力を活かすための積極的方策の推進

(1)政策・意思決定過程への女性の参画拡大

①審議会・委員会など意思決定の場での女性登用率の向上

②役場女性職員の管理職等への登用促進

③人材に関する情報の収集と発掘

④民間企業・団体等に対する女性の管理職登用の啓発実施

方針２(1)へ移動

⑤防災の分野に関する意見の反映や女性委員の登用

方針２(3)④へ移動

(2)女性のエンパワーメントに対する支援の充実

①女性リーダーの育成

②女性団体連絡協議会の設立支援

③女性のための職業能力開発講座等の充実

④女性起業家への支援

方針２(2)へ移動

方針３ 多様性を尊重し、すべての人が共に安心して暮ら

すための支援充実

(1)ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶

①ＤＶ・虐待等に関する情報の周知広報充実

②ＤＶ・虐待等に対する相談窓口の周知及び充実

③保育、教育関係者へのＤＶ・虐待等に関する研修機会等の確保

④要保護児童等対策地域協議会の充実

⑤一時保護施設(シェルター)へのつなぎ支援

⑥住民基本台帳事務等における被害者保護支援措置の実施

現計画の方針２(1)が移動

(2)生涯にわたる健康づくりへの支援

①住民健診・がん検診の充実

②リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識啓発

③妊娠期からの切れ目のない支援の推進

現計画の方針２(2)が移動

(3)多様性を尊重し、すべての人が安心して暮らせる環境

の整備

①高齢者が安心して暮らせる環境の充実

現計画の方針２(2)⑤⑥が移動

②障がい者が安心して暮らせる環境の充実

(4)生活上の困難に直面するすべての人への支援

①生活困窮世帯への自立支援

②ひとり親家庭への支援・自立の促進

③子どもの孤立(貧困)の防止に向けた支援の充実

④若年妊婦に対する支援の充実

⑤若年期の自立支援に向けた周知・広報

方針４ 家庭生活と職場における男女共同参画の推進

(1)ワーク・ライフ・バランスと家庭生活における男女共

同参画の推進

①仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し

②子育て支援の充実

③介護サービス等の充実

④男性に向けた各種研修会、講座等の開催

⑤マタニティ教室や両親学級等への父親の参加促進

⑥｢家庭の日｣の普及・啓発

⑦家庭学級の推進

方針４(2)へ移動

⑨を③へ統合

⑤を⑥へ

統合

④を②へ統合
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現計画 次計画（案）

方針５ 平和への貢献、国際協調と文化の創造

(1)平和の継承と発信

①平和特別授業の開催等の取り組みや平和交流の推進

②家庭・学校・地域における平和教育等の推進

③平和事業の活動拠点を活かした事業の充実

(2)国際交流と伝統文化の継承

①国際交流事業の充実

②海外移住者子弟研修生受け入れ事業、海外青年派遣事業の実

施

③国際理解を深められる機会の創出

④地域における伝統芸能・文化の継承

⑤琉球絣、南風原花織(町の特産品)の担い手の育成支援

⑥伝統工芸の発信と他産地との交流による発展

(2)職場における男女平等の実現

①男女の均等な雇用機会等の確保

②各種ハラスメント対策の周知

③働く女性への妊娠中・出産後の配慮

④育児・介護を支える職場環境の整備

⑤就労環境改善の啓発

⑥女性の再就職支援に向けた情報提供

⑦厚生労働省の｢ポータルサイト｣へ登録

⑧働く男女の健康管理対策の実施

⑨家族従業者への支援

現計画の方針３(3)が移動

別章 計画の推進について

方針１より計画推進に関する取り組みを移動し、項目を再編

（方針１(1)④⑥⑦⑨の移動）



南風原町男女共同参画推進条例（案）

（目的）

第１条 この条例は、男女共同参画社会の実現を目指すために、男女共同参画の推進に

関する基本理念を定め、町、町民、事業者、教育関係者、自治会等及び各種団体の責

務を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本的事項を定めることにより、男

女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、すべての人が、互いの人権を尊重し、自分

らしく暮らせる男女共同参画社会の実現を目指すことを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

(１) 男女共同参画 すべての人が、個人として尊重され、社会の対等な構成員とし

て、互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、その個性と能力を発揮すること

により、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、か

つ、共に責任を担うことをいう。

(２) 町民 町内に住み、又は町内で働き学び、若しくは活動する者をいう。

(３) 事業者 町内において事業活動を行う全ての個人及び法人をいう。

(４) 教育関係者 町内において学校教育、社会教育その他の教育に携わる者をいう。

(５) 自治会等 自治会その他町内の一定の区域に住所を有する者が地域活動を促進

するために組織された団体をいう。

(６) 各種団体 町内において自発的な社会活動を行う非営利団体をいう。

(７) 積極的改善措置 第１号に規定する機会に係る格差を改善するため必要な範囲

内において、現在不利益を受けている人たちに対し、当該機会を積極的に提供する

ことをいう。

(８) 性別による固定的役割分担意識 性別にかかわらず個人の能力等によって役割

の分担を決めることが適当であるが、「男は仕事、女は家庭」というように、性別

を理由として役割を固定的に分ける意識のことをいう。

(９) ダイバーシティ 性別（多様な性を含む。）、人種等の違いに限らず、年齢、

性格、学歴、価値観等の多様な人々が互いの違いを尊重することをいう。

資料３
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(10) ワーク・ライフ・バランス すべての人がやりがいや充実感を感じながら働き、

仕事上の責任を果たすとともに、家庭生活、地域活動、個人の自己啓発その他活動

において多様な生き方を選択し、及び実現できる状態をいう。

(11) ドメスティック・バイオレンス 配偶者や恋人等密接な関係にある、又はあっ

た者から受ける身体的、精神的、性的、経済的若しくは言葉の暴力（デートＤＶを

含む。）又は虐待（子どもを巻き込んでの暴力を含む。）をいう。

(12) 各種ハラスメント 性別、宗教、信条、国籍、性的指向、障がいその他様々な

個人的な理由から、相手の人格や尊厳を傷つける言動をいう。

(13) その他家庭内の暴力 第11号に規定する暴力以外で、家庭内における児童・高

齢者及び障がい者に対する継続的な身体的、精神的、性的、経済的若しくは言葉の

暴力又は虐待などのあらゆる形態の暴力をいう。

（基本理念）

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならな

い。

(１) ダイバーシティの実現を目指し、すべての人が、個人として尊重され、差別的

取扱いを受けることなく、様々な場面で個人としての能力を発揮できる機会が確保

され、平等・対等な立場が保障され、自分らしく暮らせる社会が実現されること。

(２) すべての人が、性別による固定的役割分担意識に基づく社会の制度又は慣行が、

社会における活動の自由な選択に対し影響を及ぼすことがないよう配慮されること。

(３) すべての人が、個人として尊重され、社会の対等な構成員として、社会のあら

ゆる分野において、町における政策又は事業者を含むあらゆる団体における方針の

立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(４) すべての人が、個人として尊重され、教育の果たす役割の重要性を考慮し、学

校教育をはじめとするあらゆる分野の教育において、人権教育及び男女共同参画の

教育が実現されるよう配慮されること。

(５) 家族を構成するすべての人が、互いの個性を尊重し、相互の協力と社会の支援

の下、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員とし

ての役割を円滑に果たし、かつ、職場、社会等における活動と両立（ワーク・ライ

フ・バランス）できるよう配慮されること。

(６) すべての人が、互いの性を理解し合い、妊娠、出産その他の性と生殖に関する



健康と権利が尊重されること。

(７) ドメスティック・バイオレンス及び各種ハラスメントなどによる人権侵害は、

社会的な構造が背景にあることの認識の下に、根絶されるよう配慮されること。

(８) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と協調の下に行われること。

（町及び町民等の協働）

第４条 町及び町民等（町民、事業者、教育関係者、自治会等及び各種団体をいう。以

下同じ。）は、それぞれの主体的な取組及び相互の連携協力により男女共同参画の推

進を協働して行わなければならない。

（町の責務）

第５条 町は、第３条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）に則り、男女

共同参画の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定

し、実施する責務を有する。

２ 町は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、国、県及び町民等と

相互に連携し、協力を図らなければならない。

３ 町は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その

他の措置を講ずるよう努めなければならない。

４ 町は、町民等の模範となるように自ら率先して男女共同参画の推進に取り組まなけ

ればならない。

（町民の責務）

第６条 町民は、基本理念に則り、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分

野において、男女共同参画の推進に努めるとともに、町が実施する男女共同参画の推

進に関する施策に協力し、更なる推進に努めなければならない。

（事業者の責務）

第７条 事業者は、基本理念に則り、すべての人に対し雇用上の均等な機会及び待遇を

確保するとともに、職場における活動に対等に参画する機会を確保し、職場、家庭そ

の他の活動を両立して行うことができるよう職場環境を整備し、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現に努めなければならない。

２ 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力し、更なる推進に

努めなければならない。

（教育関係者の責務）



第８条 教育関係者は、基本理念に則り、能力、個性を生かせる教育及び男女共同参画

の教育の推進に努めなければならない。

２ 教育関係者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力し、更なる推

進に努めなければならない。

（自治会等の責務）

第９条 自治会等は、基本理念に則り、地域社会における自治の主たる担い手として重

要な役割を果たす存在であることを考慮し、地域活動においては、男女共同参画の推

進のための取組を行うとともに、町が実施する施策に協力し、更なる推進に努めなけ

ればならない。

２ 自治会等は、すべての人が共に活動していくために、役職の構成に当たっては、性

別等を理由に異なった取扱いをしないよう努めなければならない。

（各種団体の責務）

第10条 各種団体は、基本理念に則り、その活動において、方針の決定、計画の立案等

においてすべての人が、参画する機会を確保するよう努めなければならない。

２ 各種団体は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力し、更なる推進

に努めなければならない。

（性別等による差別的取扱いなど人権侵害の禁止）

第11条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別等による差別的取扱い、ドメステ

ィック・バイオレンス、各種ハラスメント及びその他家庭内の暴力など他人の人権を

侵害するいかなる行為もしてはならない。

（公衆に表示する情報に関する配慮）

第12条 何人も、公衆に表示し、又は発信する情報において、性別による固定的な役割

分担、男女間における暴力、性的暴力等を正当化し、若しくは助長させるような表現

又は人権を侵害するような過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。

（男女共同参画計画）

第13条 町長は、男女共同参画社会の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ための男女共同参画計画を策定しなければならない。

２ 町長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらかじめ町民等の意見を反

映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

３ 町長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらかじめ第23条に規定する



南風原町男女共同参画推進会議（以下「推進会議」という。）の意見を聴かなければ

ならない。

４ 町長は、男女共同参画計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければなら

ない。

５ 前３項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

６ 町長は、男女共同参画計画の実効性を高めるため、推進状況を把握し、及び分析し

て方策を講ずるものとする。

（施策の策定及び実施に当たっての配慮）

第14条 町は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画社会の推進に

配慮しなければならない。

（防災及び復興分野における措置）

第15条 町は、防災及び復興分野において、男女共同参画の視点を踏まえ情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（家庭生活との両立支援）

第16条 町は、すべての人がともに家事、子育て、介護その他家庭生活における活動と

職場、学校及び地域等における活動とを両立して行うことができるよう、情報の提供

その他の必要な支援に努めなければならない。

（積極的改善措置）

第17条 町は、事業者が積極的改善措置を講ずるために必要な情報の提供、相談、助言

その他の支援を行わなければならない。

２ 町は、附属機関等の委員を委嘱し、又は任命するときは、積極的改善措置を講ずる

ことにより男女の均衡に努めなければならない。

（情報の提供及び理解を深めるための措置）

第18条 町は、男女共同参画の推進について、町民等の理解を深めるため、あらゆる分

野において適切な情報の提供、広報及び啓発活動を講じなければならない。

（実施状況の公表）

第19条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、公表しなけれ

ばならない。

（調査研究）

第20条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するために必要な調査



研究を行わなければならない。

（男女共同参画推進月間）

第21条 男女共同参画の推進を図るため、男女共同参画推進月間を設ける。

２ 前項の男女共同参画推進月間は、毎年６月とする。

（活動への支援）

第22条 町は、町民等が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するための必要な

措置を講じなければならない。

（推進会議）

第23条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策その他必要な事項を審議させるため

推進会議を置く。

２ 前項の推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

（委任）

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際、現に策定されている「第三次南風原町男女共同参画計画～ま

じゅんプラン～」（令和４年３月策定）は、第13条の規定により策定し、及び公表さ

れた男女共同参画計画とみなす。



南風原町男女共同参画推進条例（案）

【逐条解説】

南風原町

資料４
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はじめに

国連においては、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が提唱され、到達目標の一つに「ジ

ェンダーの平等の実現」を達成することを盛り込み、「誰一人取り残さない社会」の実現の

ため、世界共通の目標として掲げられました。

我が国においては、日本国憲法によりすべての国民は個人として尊重され、また法の下に

平等であるとうたわれ、男女平等の実現に向けて国際社会における取組とも連動しつつ、男

女共同参画社会の実現に向けた様々な取り組みがなされてきました。しかし、世界経済フォ

ーラムが２０２１年に公表した「ジェンダー・ギャップ指数２０２１」では前回調査（２０

２０年）と比べてスコア、順位ともに、ほぼ横ばいでしたが、先進国の中で最低レベル、ア

ジア諸国の中で韓国や中国、ＡＳＥＡＮ諸国よりも低い結果となっています。

男女共同参画基本法では、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成

すること」（第２条）の実現を目指しています。

南風原町においては、平成 14 年 3 月に男女共同参画の推進の指針となる「南風原町男女

共同参画計画～まじゅんプラン～」を策定し、男女共同参画社会の実現に向け取り組んでき

ました。しかし、目指すべき社会にはまだ道半ばとなっており、この男女共同参画計画の実

効性をより一層高めるとともに、施策を推進する際の法的支えとするために本条例を制定

します。

条例の名称については、男女共同参画社会の形成を推進するための基本的理念や目指す

べき姿が、男女共同参画社会基本法（以下、「基本法」という。）及び沖縄県男女共同参画推

進条例を基本としていることを踏まえ、「南風原町男女共同参画推進条例」としています。

第１条から第１２条までは、目的や基本理念など条例の核となる部分で、基本的な考え方

を定めています。第１３条から第２３条までは、町の基本的施策について定めています。第

２４条には委任について定めています。
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条例の構成

第１条 （目的）

第２条 （定義）

第３条 （基本理念）

第４条 （町及び町民等の協働）

第５条 （町の責務）

第６条 （町民の責務）

第７条 （事業者の責務）

第８条 （教育関係者の責務）

第９条 （自治会等の責務）

第１０条 （各種団体の責務）

第１１条 （性別等による差別的取扱いなど人権侵害の禁止）

第１２条 （公衆に表示する情報に関する配慮）

第１３条 （男女共同参画計画）

第１４条 （施策の策定及び実施に当たっての配慮）

第１５条 （防災及び復興分野における措置）

第１６条 （家庭生活と両立支援）

第１７条 （積極的改善措置）

第１８条 （情報の提供及び理解を深めるための措置）

第１９条 （実施状況の公表）

第２０条 （調査研究）

第２１条 （男女共同参画推進月間）

第２２条 （活動への支援）

第２３条 （推進会議）

第２４条 （委任）
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【解説】

本条は、男女共同参画を推進するために、条例の制定目的を定めています。

平成１１年６月に公布施行された基本法第９条において地方公共団体の責務が定め

られており、国の施策に準じた施策及び地域の特性に応じた施策を展開することが求め

られています。この規定に基づき、南風原町では平成１４年３月に「南風原町男女共同

参画計画（まじゅんプラン）」を、平成２４年３月に「第二次南風原町男女共同参画計画

（まじゅんプラン）」を策定し取り組んできました。この男女共同参画計画の実効性を

より一層高めるとともに、施策を推進する際の法的支えとなるのがこの条例となります。

男女共同参画社会の実現には、社会全体で取り組んでいかなければなりません。その

ために、町（行政）も各種の施策を実施しますが、その施策の実施だけではなく、町民、

事業者、教育関係者、自治会等及び各種団体が一体となって取り組むことが重要であり、

その取組の基本理念、それぞれの責務、町の実施する施策の基本的事項を条例の中で定

めています。

＜用語解説＞

①「総合的かつ計画的に推進」

本条例においては、第１３条から第２３条に規定する推進体制を指しています。

「総合的」とは、基本法に準じた施策を町、町民、事業者、教育関係者、自治会等及

び各種団体と連携しながら推進していくことをいいます。

「計画的」とは、行動計画の実施施策がその中心になることをいいます。

(目的)

第 1 条 この条例は、男女共同参画社会の実現を目指すために、男女共同参画の推進に

関する基本理念を定め、町、町民、事業者、教育関係者、自治会等及び各種団体の責務を

明らかにするとともに、町が実施する施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参

画を総合的かつ計画的に推進①し、すべての人が、互いの人権を尊重し、自分らしく暮ら

せる男女共同参画社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

(1) 男女共同参画 すべての人が、個人として尊重され、社会の対等な構成員①とし

て、互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、自らの意思によって②社会のあらゆる

分野③における活動に参画する機会が確保され、その個性と能力を発揮することにより、

均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ④、かつ、共に責任

を担うことをいう。
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【解説】

本条は、本条例で用いられている用語で、重要な用語の意義を定めています。

（１）「男女共同参画」とは、すべての人が、個人として尊重され、社会の対等な構成員

として、互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、その個性と能力を発揮することによ

り、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に

責任を担うことをいいます。「すべての人」とは、男性・女性の二つの性別だけでなく、

性的マイノリティ（性的少数者）も含め、子ども、大人、障がいのある人もない人も、

様々な立場の人を示しています。「社会の対等な構成員」とは、すべての人が本質的に

社会の責任ある構成員であり、権利と義務の対等な関係をもっているということを示し

ています。「自らの意思によって」とは、活動等に参加するのは主体的な選択によるも

(2) 町民 町内に住み、又は町内で働き学び、若しくは活動する者をいう。

(3) 事業者 町内において事業活動を行うすべての個人及び法人をいう。

(4) 教育関係者 町内において学校教育、社会教育その他の教育に携わる者をい

う。

(5) 自治会等 自治会その他町内の一定の区域に住所を有する者が地域活動を促

進するために組織された団体をいう。

(6) 各種団体 町内において自発的な社会活動を行う非営利団体をいう。

(7) 積極的改善措置 第 1号に規定する機会に係る格差を改善するため必要な範囲内

において、現在不利益を受けている人たちに対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。

(8) 性別による固定的役割分担意識 性別にかかわらず個人の能力等によって役割

の分担を決めることが適当であるが、「男は仕事、女は家庭」というように、性別を理由

として役割を固定的に分ける意識のことをいう。

(9) ダイバーシティ 性別（多様な性を含む。）、人種等の違いに限らず、年齢、性格、

学歴、価値観等の多様な人々が互いの違いを尊重することをいう。

(10) ワーク・ライフ・バランス すべての人がやりがいや充実感を感じながら働き、

仕事上の責任を果たすとともに、家庭生活、地域活動、個人の自己啓発その他活動におい

て多様な生き方を選択し、及び実現できる状態をいう。

(11) ドメスティック・バイオレンス 配偶者や恋人等密接な関係にある、又はあった

者から受ける身体的、精神的、性的、経済的若しくは言葉の暴力（デートＤＶを含む。）

又は虐待(子どもを巻き込んでの暴力を含む。)をいう。

(12) 各種ハラスメント 性別、宗教、信条、国籍、性的指向、障がいその他様々な個

人的な理由から、相手の人格や尊厳を傷つける言動をいう。

(13) その他家庭内の暴力 第 11 号に規定する暴力以外で、家庭内における児童・高

齢者及び障がい者に対する継続的な身体的、精神的、性的、経済的若しくは言葉の暴力又

は虐待などのあらゆる形態の暴力をいう。
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のであり、強要されるものではありません。「社会のあらゆる分野」とは、職場、地域、

学校及び家庭などのあらゆる分野のことをいいます。「参画」とは、単に参加するとい

うことだけではなく、方針や企画の立案、決定などの意思決定に参加するということを

意味します。

（２）「町民」とは、町内に居住する者、町内にある事務所又は事業所で働く者、町内に

ある学校で学ぶ者とし、国籍等については問いません。条例の効力はその自治体内に限

定されているので、条例における「町民」は南風原町に住所を有する人（住民）のこと

を原則指しますが、この条例を制定する趣旨が、町、町民、事業者、教育関係者、自治

会等及び各種団体がそれぞれの役割を担い、協働して男女共同参画を推進することなの

で、条例全体を通して「町民」として広く捉えています。

（３）「事業者」とは、営利目的あるいは公益目的にかかわらず、町内に事務所又は事業

所を有し、事業を行う個人、法人その他団体をいいます。「法人」の中には、いわゆる会

社・事業所だけでなく、その集合体である商工会なども含みます。事業を営む者の多く

が労働者を雇用しており、町民としての立場以上に他者に与える影響が大きいことを踏

まえて、特に町民と分けて規定しています。

（４）「教育関係者」とは、町内において学校教育、社会教育、その他のあらゆる教育に

携わる者を言います。男女共同参画の教育はあらゆる分野で行われなければなりません。

男女共同参画の推進に当たっては次世代への教育が行われる場に携わる者の責務は大

きく、その理念に配慮した教育を行う事を求めています。

（５）「自治会等」とは、自治会その他町内の一定の区域に住所を有する者が地域活動を

促進するために組織された団体をいいます。すべての人が、互いに個性を活かし、地域

で活動していくためには、地域の政策方針決定過程の場に積極的に参加できることを求

めています。

（６）「各種団体」とは、ＰＴＡ、青年会、女性会、老人会、子ども会、ボランティア団

体やサークル団体などの自発的に社会活動を行っている団体をいいます。すべての人が、

互いに個性を活かし活動していけるよう政策方針決定過程の場に積極的に参加できる

ことを求めています。

（７）「積極的改善措置」とは、様々な分野で既に社会的・構造的な格差がある場合、必

要な範囲において、現在不利益を受けている人たちに対して、作為的に法的な保護（活

動に参画する機会を積極的に提供する等）を与えることにより、対等な関係になるよう

にすることをいいます。

（８）「性別による固定的役割分担意識」とは、男女を問わず個人の考えや能力によって

決めることが重要であるにもかかわらず、「男は仕事、女は家庭」というように、性別を

理由として役割を固定的に考えることをいいます。

（９）「ダイバーシティ」とは、「多様性」という意味で、性別（多様な性を含みます。）

や国籍、年齢などの多様性を認め、尊重するという考え方をいいます。

（１０）「ワーク・ライフ・バランス」とは、仕事と生活の調和のことで、誰もが仕事、
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家庭生活、地域活動、個人の自己啓発、その他活動について、自らの希望に沿った活動

ができる状態をいいます。

（１１）「ドメスティック・バイオレンス」とは、配偶者や恋人などによって振るわれる

暴力のことです。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に規定さ

れている「暴力」には、「殴る」「蹴る」といった身体的暴力だけでなく、「大声でどなる」

といった精神的暴力や「性的な行為を強要する」などの性的暴力も含まれます。また、

ここでいう「配偶者等」には、婚姻の届出をしていない、いわゆる事実婚の場合や離婚

後も引き続き暴力を受ける場合も含みます。また、若年層で問題になっているデートＤ

Ｖなども含まれます。

（１２）「各種ハラスメント」とは、性別、宗教、信条、国籍、性的指向、障がいその他

様々な個人的な理由から、相手の人格や尊厳を傷つける言動をいいます。

各種ハラスメントには、セクハラ、マタハラ、パタハラ、パワハラやモラハラのほか、

近年話題となっているジェンダー・ハラスメントやＳＯＧＩ（ソジ）・ハラスメントな

ど全てのハラスメントが含まれます。

「セクシャル・ハラスメント（セクハラ）」とは、性的な嫌がらせを意味し、相手の意思

に反して不快や不安な状態に追い込む性的な言葉や行為をいいます。いわゆる暴力、脅

迫がなくても、地位や権力を利用した性的な行為は該当します。身体への不必要な接触、

性的関係の強要、性的うわさの流布、わいせつな写真の掲示など様々なものが含まれま

す。

「マタニティ・ハラスメント（マタハラ）」とは、妊娠・出産・育児休業などを理由とし

た解雇・減給・降格などの不利益な取扱いをいいます。「雇用の分野における男女の均

等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（男女雇用機会均等法）においては、婚姻、妊

娠、出産等を理由とする不利益な取扱いの禁止を定めています。

「パタニティ・ハラスメント（パタハラ）」とは、育児をするために育児休業や時短勤務

などの制度を希望、あるいは利用する男性職員が、同僚や上司といったほかの職員から

嫌がらせの行為をされたり、制度利用を邪魔されたりすることをいいます。

「パワー・ハラスメント（パワハラ）」とは、職務上の地位や人間関係などの職場内での

優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環

境を悪化させる行為のことをいいます。職場におけるパワー・ハラスメントは、職場に

おいて行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの３

つの要素を全て満たすものをいいます。

「ジェンダー・ハラスメント」とは、男らしく、女らしくなど、社会通念上の性別役割

分担意識をもとにして、あるべき発言や行動をとるよう圧力をかけるハラスメントのこ

とをいいます。

「ＳＯＧＩ（ソジ）・ハラスメント（ソジハラ）」とは、性的指向や性自認に関連した、

差別的な言動や嘲笑、いじめや暴力などの精神的・肉体的な嫌がらせを行うことや、望
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まない性別での学校生活・職場での強制異動、採用拒否や解雇など、差別を受けて社会

生活上の不利益が生じることいいます。

＜用語解説＞

①「社会の対等な構成員」

男女双方とも本質的に社会の責任ある構成員であり、男女が権利、義務の対等な関係

を持っているということを指しています。

②「自らの意思によって」

「活動等に参加する」のは「自らの意思によって」という主体的な選択によるもので

あり、強要されるものではないことを指しています。

③「社会のあらゆる分野」

職場、地域、学校、家庭などのあらゆる分野のことを指しています。

④「均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ」

性別等によって利益に違いが生じるのではなく、その個人の能力によって均等に参画

する機会が確保されることにより、個人の能力に応じて均等に利益を享受できることを

指しています。

(基本理念)

第 3 条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならな

い。

(1) ダイバーシティの実現を目指し、すべての人が、個人として尊重①され、差別的取

扱いを受けることなく②、様々な場面で個人としての能力を発揮できる機会が確保され③、

平等・対等な立場が保障され、自分らしく暮らせる社会が実現されること。

(2) すべての人が、性別による固定的役割分担意識に基づく社会の制度又は慣行④が、

社会における活動の自由な選択に対し影響を及ぼすことがないよう配慮されること。

(3) すべての人が、個人として尊重され、社会の対等な構成員として、社会のあらゆ

る分野において、町における政策又は事業者を含むあらゆる団体における方針の立案及

び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) すべての人が、個人として尊重され、教育の果たす役割の重要性を考慮し、学校

教育をはじめとするあらゆる分野の教育において、人権教育及び男女共同参画の教育が

実現されるよう配慮されること。

(5) 家族を構成するすべての人が、互いの個性を尊重し、相互の協力と社会の支援の

下⑤、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たし⑥、かつ、職場、社会等における活動と両立（ワーク・ライフ・バラン

ス）できるよう配慮されること。
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【解説】

本条は、基本理念として男女共同参画を多方面から推進する上での基本的な考え方と

して、８つの基本理念を定めています。

「男女共同参画は人権の問題」というのが本条例の基本的な立場です。基本的人権と

は、人間が人間として生きていく上で不可欠な権利であり、それは法により守られなけ

ればなりません。

（１）基本的な人権の尊重を目指して、一人ひとりが人間性を持つ自立した人格的存

在として捉え、この人格的存在が傷つけられたり破壊されたりしないようにするという

ことです。一人ひとりの人間性は、能力や性格などがみんな違っているため、その違い

を認め合える社会を目指すことを理念としています。

＜用語解説＞

①「個人として尊重」

個人としての人格が尊重されることなどを指しています。

②「差別的取扱いを受けることなく」

日本国憲法第１４条にも「法の下の平等」が規定されており、男女差別をなくしてい

くことは重要な理念となっていることを指しています。また、「差別的取扱いをしない

こと」という行為者目線ではなく、「差別的取扱いを受けることなく」という行為の受

け手に着目しており、差別の意図の有無にかかわらず、差別的扱いをうけないことを指

しています。

③「個人としての能力を発揮できる機会が確保され」

男女共同参画社会は、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保される社会です。あらゆる分野における活動に参画するにあたっては、社

会的、文化的に形成された性別による固定的役割分担意識にとらわれることなく、個人

としての能力を発揮する機会が確保されることを指しています。

（２）性別によって固定的な役割を求める意識やそれに基づく慣行などが依然として社

会のあらゆる分野において残っていて、男女それぞれの活動が規制されることがありま

す。「男は仕事、女は家庭」といった男女の性別による役割に対する固定的な考え方や

制度、慣行がまだ見受けられます。社会的及び文化的に形成された性別による差別は、

目には見えず、人々の意識の中に隠れ、あるいは日常の慣行として現れるので、わかり

にくい存在です。そのため、性別による社会的及び文化的に形成された差別をなくすこ

(6) すべての人が、互いの性を理解し合い、妊娠、出産その他の性と生殖に関する健

康と権利が尊重されること。

(7) ドメスティック・バイオレンス及び各種ハラスメントなどによる人権侵害は、社

会的な構造が背景にあることの認識の下に、根絶されるよう配慮されること。

(8) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組⑦と協調の下に行われること。
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とを理念としています。

＜用語解説＞

④「社会の制度又は慣行」

性別によって、昇給や昇格、仕事の内容について差別されることや、出産や育児のた

めの休暇を取得したことによって、職場復帰が困難になったなどの制度上の問題や、地

域活動において女性を役員にしないなど、合理的な理由や根拠がないにもかかわらず特

定の人を排除したり、制限したりすることなどの慣行のことをいいます。

（３）すべての人が、あらゆる分野において政策や方針の立案、決定、実施等に対等な

立場で参画し、それぞれの視点からの意見等を反映させる機会を確保することを理念と

しています。あらゆる分野とは、政治、経済、社会、文化等のあらゆる分野のことであ

り、公的分野・私的分野の両方を含むものです。

（４）すべての人が、男女共同参画社会の実現のために、男女共同参画の土壌を育てる

ことが必要です。このためには、学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育において、

人権教育や男女共同参画の教育を行い、町民の意識や価値観を変えていく必要がありま

す。そのためには、教育は大きな影響力を持っており教育分野の果たす役割は極めて重

要です。教育に携わる者は誰もが男女共同参画の理念を理解し、あらゆる教育の場にお

いて、男女共同参画の視点を取り入れていくことを理念としています。

（５）すべての人が互いに協力し、働き続けることができ、社会の支援を受けながら、

「家庭生活における活動」と「社会生活における活動」を両立できることは、社会経済

の活動を維持していく上で重要です。現在、家事・育児・家族の介護などの「家庭生活

における活動」の多くを女性が担っている状況があり、男性の家庭参画が少ないことか

ら、男性にとっても、家庭生活や地域生活に目を向けることは、高齢期を含めた生活を

充実したものとするための重要な課題となっています。すべての人が対等な家族の構成

員として、互いに協力し、社会の支援を受け、家族としての役割を果たしながら、仕事

や学習、地域活動等が両立できるように配慮する必要があります。

＜用語解説＞

⑤「社会の支援の下」

社会の支援としては、保育所の充実、学童保育の充実、労働時間の短縮、育児・介護

休業を取得しやすくするための環境整備、ホームヘルパーの充実、介護保険制度など

様々な情報提供サービスなどのことをいいます。

⑥「役割を円滑に果たし」

子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動とそれ以外の活動との両立につ
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いては、家族間で話し合い、役割を分担し、互いに助け合って男女共同参画を進めてい

くことを意味しています。

（６）「性と生殖に関する健康と権利」とは、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」とい

い、男女の生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されることを理念としてい

ます。女性を取り巻く環境や女性の意識が大きく変化している現代社会において、女性が

安心して産み育てられる環境を整えるためにも、生命の尊厳や性に関することについて、

男性を含め広く社会全体の意識を高め、理解を深めていくことが大切です。妊娠や出産に

ついては、男女でそれぞれよく話し合って決め、男女それぞれが生涯にわたり健康な生活

を送れるようにすることを規定しています。

（７）ドメスティック・バイオレンスに見られるような、男女間での暴力は死に至る暴

力にまで発展する危険なものです。暴力には、身体的な暴力だけでなく、精神的、経済

的、性的な暴力も含みます。暴力を振るわれないということは、人間にとって「人格」

「身体」における極めて基本的な権利といえます。また、セクシャル・ハラスメントや

マタニティ・ハラスメントなど性的嫌がらせを含む暴力の背景には、相手の人権を軽視

する意識があるといえます。このような暴力は、人権侵害であり、男女共同参画を阻む

ものです。その根絶を目指すことは男女共同参画の基本的な課題となっています。

（８）日本における男女共同参画社会の形成の促進は、国際社会の取り組みと連動して

進められてきました。本町においても国や県と歩調をあわせながら、情報収集や情報提

供に努め、取り組みを進めることを理念としています。

＜用語解説＞

⑦「国際社会における取組」

女子差別撤廃条約、世界女性会議の成果（行動計画等）、国連総会での「女性に対する

暴力撤廃宣言」等の国連の活動、ＩＬＯの活動、ＳＤＧｓなどが挙げられます。

【解説】

本条は、町、町民、事業者、教育関係者、自治会等及び各種団体が相互に連携協力し

合い、協働で男女共同参画の推進を図ることを定めています。

(町及び町民等の協働)

第 4条 町及び町民等（町民、事業者、教育関係者、自治会等及び各種団体をいう。以下

同じ。）は、それぞれの主体的な取組及び相互の連携協力により男女共同参画の推進を協

働①して行わなければならない。
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＜用語解説＞

①「協働」

「協働」とは、まちづくりや地域が抱える課題・問題を解決する主体として町（行政）

と町民等が相互に補完し、協力し合うことをいいます。

【解説】

本条は、第３条の基本理念を実現するために町の責務を定めています。男女共同参画

の推進に関する施策の総合的な策定と実施、財政上の措置、他機関との連携等、本町に

かかわる男女共同参画の推進に先駆的な役割を担うことを義務として定めたものです。

＜用語解説＞

①「責務」

本条項以下、第１０条までをそれぞれ町民、事業者、教育関係者、自治会等及び各種

団体の「責務」という表題にしています。男女共同参画の推進は、町、町民、事業者、

教育関係者、自治会等及び各種団体が協働して取り組まなければならないため、それぞ

れが当事者として主体的に責任を分担する必要があることから「責務」としています。

②「男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)」

「男女共同参画の推進に関する施策」とは、「男女共同参画」を促し、推進するために

効果のある施策一般のことです。

【解説】

(町の責務①)

第 5 条 町は、第 3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、男女共同

参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)②を総合的に策定し、実施

する責務を有する。

2 町は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、国、県及び町民等と相

互に連携し、協力を図らなければならない。

3 町は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他

の措置を講ずるよう努めなければならない。

4 町は、町民等の模範となるように自ら率先して男女共同参画の推進に取り組まなけれ

ばならない。

(町民の責務)

第 6条 町民は、基本理念に則り、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野

において、男女共同参画の推進に努めるとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関

する施策に協力し、更なる推進に努め①なければならない。
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本条は、第３条の基本理念を実現するために町民の責務を定めています。町民の基本

姿勢について規定したもので、男女共同参画社会の実現のためには、町民一人ひとりが

男女共同参画を理解し、基本理念に則り日常のあらゆる場で積極的に実践していかなけ

ればなりません。男女共同参画の推進を実効性あるものとするためには、町民の自主的

な取り組みを期待し、町が実施する施策に協力する役割を求めています。

＜用語解説＞

①「男女共同参画の推進に関する施策に協力し、更なる推進に努め」

各人が差別的な扱いをしないように心がけること、家庭において家族を構成する男女

が互いに協力し合うこと、家庭、地域、事業活動等の中で固定的な役割分担意識に基づ

く慣行を見直すなどのことをいいます。

【解説】

本条は、第３条の基本理念を実現するために事業者の責務を定めています。男女共同

参画の実現のためには、雇用を伴う事業所がすべての人に均等な機会及び待遇を確保し

ていかなければなりません。また、ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、本

人が努力するだけではなく、事業者も労働者が仕事と家庭の両立を図りやすくなるよう

に、労働条件等の職場環境を整え、育児、介護に性別等にかかわりなく共に携わること

ができるよう労働者への情報提供や町が実施する施策への協力について規定していま

す。さらに、ワーク・ライフ・バランスを実現している事業者に対しては、更なる推進

（ワーク・イン・ライフ等）に努めるよう定めています。

＜用語解説＞

①「雇用上の均等な機会及び待遇を確保」

労働者が均等な雇用の機会を得ることや、一人ひとりの能力や仕事に対する意欲によ

って、均等な待遇を受けられるようにすること、事業所の制度や方針において差別をな

くしていくということをいいます。

(事業者の責務)

第 7 条 事業者は、基本理念に則り、すべての人に対し雇用上の均等な機会及び待遇を

確保①するとともに、職場における活動に対等に参画する機会を確保し、職場、家庭その

他の活動を両立して行うことができるよう職場環境を整備し、ワーク・ライフ・バランス

の実現に努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力し、更なる推進に努

めなければならない。
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【解説】

本条は、第３条の基本理念を実現するために教育関係者の責務を定めています。男女

共同参画の実現のためには、教育及び学習の果たす役割は極めて重要で、男女共同参画

の教育はあらゆる分野で行わなければなりません。学校教育だけではなく社会教育など

いろいろな場面が想定されます。特に、男女共同参画の推進に当たっては、次世代への

教育が行われる場に携わる者の責務は大きく、男女共同参画の視点を取り入れていくこ

とが必要でその協力について規定しています。

＜用語解説＞

①「能力、個性を生かせる教育」

一人ひとりの能力や個性を生かせるような教育を行い、男女共同参画社会の実現のた

めに学校教育や社会教育の場で教育を行っていくということをいいます。

【解説】

本条は、第３条の基本理念を実現するために自治会等の責務を定めています。男女共

同参画の実現のためには、地域活動を促進する自治会等が男女共同参画を理解し積極的

に取り組むことが必要です。また、町内には、いまだ性別による固定的役割分担意識と

それに基づく慣行が残っているものがあります。町民の意識改革とともに自治会等にお

いても協力が不可欠であると考えます。

＜用語解説＞

①「地域社会における自治の主たる担い手として重要な役割を果たす存在」

自治会等の組織の役員などが男性優先に決定しているなど慣行に基づく事例がある

ため、担い手となる人材を積極的に取り込むということをいいます。

(教育関係者の責務)

第 8条 教育関係者は、基本理念に則り、能力、個性を生かせる教育①及び男女共同参画

の教育の推進に努めなければならない。

2 教育関係者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力し、更なる推進

に努めなければならない。

(自治会等の責務)

第 9 条 自治会等は、基本理念に則り、地域社会における自治の主たる担い手として重

要な役割を果たす存在①であることを考慮し、地域活動においては、男女共同参画の推進

のための取組を行うとともに、町が実施する施策に協力し、更なる推進に努めなければな

らない。

2 自治会等は、すべての人が共に活動していくために、役職の構成に当たっては、性別

等を理由に異なった取扱いをしないよう努めなければならない。
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【解説】

本条は、第３条の基本理念を実現するために各種団体の責務を定めています。男女共

同参画の実現のためには、自発的に社会活動を行っている各種団体（ＰＴＡ、青年会、

女性会、老人会、子ども会、ボランティア団体やサークル団体など）が男女共同参画を

理解し積極的に取り組むことが必要です。各種団体が地域社会に果たす役割を期待する

ものです。

＜用語解説＞

①「参画する機会」

各種団体の方針決定、企画立案の過程から参画する機会を積極的に取り組むことをい

います。

【解説】

本条は、性別等による人権侵害行為等を家庭、職場、学校、地域社会などの社会のあ

らゆる場において、誰もが行ってはならない行為として定めており、関連する法律でも

禁止が明記されています。また、性別等による差別的取扱い、ドメスティック・バイオ

レンス、各種ハラスメント及びその他家庭内の暴力など、他人の人権を侵害するいかな

る行為について、町民だけでなく、旅行者や一時的に町に来ている方など、あらゆる人

が行ってはならない行為であるため、条文の主語を「何人も」としています。

＜用語解説＞

①「他人の人権を侵害するいかなる行為」

ここでいういかなる行為とは、

身体的暴力・・・殴る、蹴るといった直接的に身体に危害を加えるなどの行為

精神的暴力・・・脅す、罵る、無視するなど心ない言動により相手を傷つけるなどの行

(各種団体の責務)

第 10 条 各種団体は、基本理念に則り、その活動において、方針の決定、計画の立案等

においてすべての人が、参画する機会①を確保するよう努めなければならない。

2 各種団体は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力し、更なる推進に

努めなければならない。

(性別等による差別的取扱いなど人権侵害の禁止)

第 11 条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別等による差別的取扱い、ドメステ

ィック・バイオレンス、各種ハラスメント及びその他家庭内の暴力など他人の人権を侵害

するいかなる行為①もしてはならない。
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為

性的暴力・・・・性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないなどの行為

経済的暴力・・・生活費を渡さない、借金を重ねるなど金銭的に追い詰める行為

言動的暴力・・・相手の人格等を傷つける言葉などの行為

【解説】

本条は、公衆に表示する情報に関して性別を理由とする人権侵害を正当化したり助長

させたりすることがないように配慮することを定めています。ポスター、広告、パンフ

レット、インターネットなど公衆に表示する情報は、人々の意識に大きな影響を及ぼす

可能性があります。表現の自由は、憲法に保障された権利であり、尊重されるべきです

が、性別による固定的役割分担及び男女の人権侵害などを正当化したり助長させたりす

る表現や過度の性的表現は、抑制されなければなりません。過度の性的表現は、それ自

体がセクシャル・ハラスメントにもなります。町はもとより、民間のメディアや個人が

発信する情報も含め、人権を尊重した表現を行うよう留意することを定めています。

【解説】

本条は、男女共同参画計画の基本計画策定について定めています。基本法第１４条第

３項では、「市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案し

(公衆に表示する情報に関する配慮)

第 12 条 何人も、公衆に表示し、又は発信する情報において、性別による固定的な役割

分担、男女間における暴力、性的暴力等を正当化し、若しくは助長させるような表現又は

人権を侵害するような過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。

(男女共同参画計画)

第 13 条 町長は、男女共同参画社会の推進に関する施策①を総合的かつ計画的に実施す

るための男女共同参画計画を策定しなければならない。

2 町長は、男女共同参画計画②を策定するに当たっては、あらかじめ町民等の意見を反

映することができるよう必要な措置③を講じなければならない。

3 町長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらかじめ第 23 条に規定する

南風原町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)の意見を聴かなければならな

い。

4 町長は、男女共同参画計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならな

い。

5 前 3項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

6 町長は、男女共同参画計画の実効性を高めるため、推進状況を把握し、及び分析して

方策を講ずるものとする。
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て、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての

基本的な計画（以下、「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなけれ

ばならない。」と定められており、本町でも平成２４年３月に「第二次南風原町男女共

同参画計画～まじゅんプラン～」を策定しています。男女共同参画の推進に関する施策

は、教育、人権及び保健福祉など広範多岐の分野にわたり、それらが相互に関連し合っ

ています。そのため、男女共同参画に関するさまざまな施策を総合的に推進するために

は、その基本となる計画が必要です。本計画は、町のさまざまな施策を体系的に整理し、

その総合的な推進を図ることを目的として策定する行政計画ですが、そこに掲げる目標

は、町だけでなく、町民等がそれぞれ主体的に男女共同参画を推進することによって達

成が可能になります。

そのため、計画の策定に当たっては、南風原町男女共同参画推進会議（第２３条参照）

の意見を聴くとともに、町民等の意見を反映させることが求められています。

＜用語解説＞

①「男女共同参画社会の推進に関する施策」

本条例においては、第５条に規定する積極的改善措置を含む町の施策を指しています。

②「男女共同参画計画」

本町では、平成１４年３月に「南風原町男女共同参画計画（まじゅんプラン）」を、平

成２４年３月に「第二次南風原町男女共同参画計画（まじゅんプラン）」を策定してお

り、これに基づき様々な施策を実施しています。

③「必要な措置」

パブリック・コメント（意見公募）等のことを指しています。

【解説】

本条は、あらゆる施策の策定及び実施する際には、男女共同参画社会の推進に配慮す

るべきであると定めています。

基本法第１５条「国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと

認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮

しなければならない。」の規定を受けて、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認

められる施策（高齢者福祉、子育て支援、教育、防災など）について、それらを策定し

実施するに当たっては、男女共同参画の視点を取り入れることが求められています。こ

れにより広範な男女共同参画の推進が可能となります。

(施策の策定及び実施に当たっての配慮)

第 14 条 町は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画社会の推進に

配慮しなければならない。
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【解説】

本条は、防災及び復興分野において、男女共同参画の視点に配慮して取り組むよう努

めなければならないと定めています。

防災及び復興分野における男女共同参画の推進については、国の男女共同参画基本計

画において、「防災（復興）の取組を進めるに当たっては、男女のニーズの違いを把握し

て進める必要がある。」と明記されました。また、東日本大震災復興構想会議の「復興へ

の提言」（平成２３年６月２５日）においても、「とりわけ、男女共同参画の視点は忘れ

てはならない」と提言されています。災害発生という非常事態における緊急対応には、

日常における性別による固定的な役割分担意識が顕在化しがちです。その背景には、防

災対策に女性の立場からの視点が入っていないこと、女性や世話が必要な子ども、高齢

者等への配慮が足りないこと、さらには、平時における防災の検討や避難所運営など災

害の現場における意思決定に女性が参画していないことが挙げられます。そのため、町

は、男女共同参画の視点から課題等を抽出し、今後の防災及び復興分野における男女共

同参画の取組に努めることを定めています。

【解説】

本条は、すべての人が家庭生活と仕事や地域などでの社会生活を両立していくために

町が情報提供など、必要な支援を行うことに努めなければならないと定めています。国

の男女共同参画基本計画において、「仕事と生活の調和は、人々の健康を維持し、趣味

や学習、ボランティア活動や地域社会への参画等を通じた自己実現を可能にするととも

に、育児・介護も含め、家族が安心して暮らし、責任を果たしていく上で重要なもので

ある。」としています。家庭生活と様々な社会的活動との両立は、家族が協力し合うこ

とが大切であることから、町は子育て及び介護が必要な人はもとより、その必要が生じ

る以前から多様なサービスの整備などの環境を整えるとともに情報提供など両立支援

に努めることを定めています。なお、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世

話などを日常的に子どもが行っている「ヤングケアラー」の問題もありますが、本条文

ではそれを助長するものではなく、それぞれのライフステージにより両立の意味は異な

ります。

(防災及び復興分野における措置)

第 15 条 町は、防災及び復興分野において、男女共同参画の視点を踏まえ情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(家庭生活との両立支援)

第 16 条 町は、すべての人がともに家事、子育て、介護その他家庭生活における活動と

職場、学校及び地域等における活動とを両立して行うことができるよう、情報の提供その

他の必要な支援に努めなければならない。
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【解説】

本条は、あらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じて

いる場合、男女の均衡を図るため積極的改善措置を講ずるよう努めることを定めていま

す。

町は、事業者が積極的改善措置を講ずるために必要な情報提供や相談、助言を求めら

れたときには、支援を行うことを定めています。

基本法第５条で「男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、

国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に

共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。」と定

められていることから、本町においても、男女それぞれの個性や意見が幅広く反映され

るよう、さまざまな意思・方針決定の場に女性の登用を積極的に推進することを定めた

ものです。

＜用語解説＞

①「附属機関等」

名称の如何を問わず「法律又は条例に基づく附属機関」「規則、規程、要綱等に基づき

設置される審議会等」を指しています。

【解説】

本条は、男女共同参画の推進について、町民等に理解を深めるための措置を定めてい

ます。男女共同参画の推進については、町、町民、事業者、教育関係者、自治会等及び

各種団体のあらゆる分野において理解を深めることが必要不可欠であることから情報

提供、広報、講座開催等の啓発活動を行っていく必要があります。

(積極的改善措置)

第 17 条 町は、事業者が積極的改善措置を講ずるために必要な情報の提供、相談、助言

その他の支援を行わなければならない。

2 町は、附属機関等①の委員を委嘱し、又は任命するときは、積極的改善措置を講ずるこ

とにより男女の均衡に努めなければならない。

(情報の提供及び理解を深めるための措置)

第 18 条 町は、男女共同参画の推進について、町民等の理解を深めるため、あらゆる分

野において適切な情報の提供、広報及び啓発活動を講じなければならない。
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【解説】

本条は、男女共同参画計画に基づく施策の実施状況について公表することを定めてい

ます。公表の方法は、広報、ホームページ等で行います。町が取り組む男女共同参画社

会の推進に関する施策の実施状況の公表は、男女共同参画に対する町民等の意識や関心

を高めるとともに、町民等の声を施策に反映させていく上で必要であり、男女共同参画

計画の実効性をより高めていくものと考えます。

【解説】

本条は、男女共同参画計画に基づく必要な調査研究を定めています。男女共同参画を

効果的に推進していくためには、国内外の動向や町の様々な分野における施策の状況、

町民等の意識を把握し反映させていく必要があります。このため、本条では町が調査研

究を行うことを定めています。

【解説】

本条は、南風原町における男女共同参画推進月間を毎年６月と定めています。本町の

男女共同参画の基本理念や計画の目的、内容、現状等について町民等の理解を深め、男

女共同参画の促進を図るため、この月間において、広報活動や各種事業等を実施します。

【解説】

本条は、町民等が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するために必要な措置

を定めています。町は、町民等の主体的かつ継続的な活動に対し助言、資料又は情報の

(実施状況の公表)

第 19 条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、公表しなけれ

ばならない。

(調査研究)

第 20 条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するために必要な調査

研究を行わなければならない。

(男女共同参画推進月間)

第 21 条 男女共同参画の推進を図るため、男女共同参画推進月間を設ける。

2 前項の男女共同参画推進月間は、毎年 6月とする。

(活動への支援)

第 22 条 町は、町民等が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するための必要な

措置を講じなければならない。
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提供、講師の派遣等の必要な支援を行うことを定めています。

【解説】

本条は、推進会議を設置するために必要な事項を定めています。この推進会議は、地

方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき設置する附属機関で、男女共同参画社会

の実現に関する問題及びその施策のあり方に関することや男女共同参画社会の実現に

関する推進計画の進捗に関することについて審議します。

＜用語解説＞

①「別に定める。」

本町では、「南風原町男女共同参画推進会議設置条例」で、推進会議の組織及び運営に

関し必要な事項を定めています。

【解説】

本条は、条例の施行に関する事項について委任を規定したものです。

条例の施行に関して必要な事項について町長が定めた規則等へ委任することを規定

しています。

(推進会議)

第 23 条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策その他必要な事項を審議させるため

推進会議を置く。

2 前項の推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める①。

(委任)

第 24 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定

める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和４年４月１日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に策定されている「第三次南風原町男女共同参画計画～まじ

ゅんプラン～」(令和 4年 3月策定)は、第 13 条の規定により策定し、及び公表された男

女共同参画計画とみなす。


